
モ
一、K、．
｛
－

二
二
一

＝
・
一
一
．
．

■

，o
7

三

…H「一一」1…■

≒
一
　
　
　
　
．
．
一
一

．．

＝
1

－

1
．

【

▼

~r
~
,

:
~



，，

〔目　次〕

［＝＝＝＝一＝＝一一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一L＿］

I文化による心豊かな社会の
　実現に向けて　…・…………・・j

　　（1）文化庁の組織／1

　　（2）文化稚議会／2

　　（3）文化をめぐる粥状況／3

　　（4）文化政策の推進／5

　　（5）文化庁予鈍の充実／6

　　（6）文化関係の税制／1O

［＝＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥■凹凸■＝＝コ

皿芸術創造活動の推進…………エ2
　　（1）芸術創遮活動への支援／13

　　（2）メディア芸術の振興／16

　　（3）芸術家の甫成／18

　　（4）芸術祭の開倒三／19

　　（5）芸術家等の顕彰／20

　　（6〕企業等による芸術文化活動への支援／21

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　　＝I＝二こ＝一二■一丁二■＝＝＝＝＝＝コ

V著作権制度の概要・・…・・…・…44

　　（ユ）我が国の著作椛制度／幽

　　（2）最近の著作権法の主な改正／45

V1国語に関する施策の推進…・…・46

　（ユ）国語施策の改善／46

　（2）外国人等に対する日本語教育の推進／46

［＝＝＝＝　　　　　　　　山　　　　　　　＿＿＿＿　　　　　　　　＝＝コ

㎜国際文化交流の推進…………48

皿文化の情報化の推進…………53

皿地域における文化の振興……・・24

　（1）地域における芸術文化活励の活性化支援／25

　（2）地域における伝統文化の継承・発展の支援／26

　（3〕公立文化施設の活性化支援／27

　（4）学校の文化部活動の活性化支援／29

　（5）国民の芸術文化活動への参加の奨励／30

　（6）芸術団体等の活動基盤の整備／31

　（7）美術館・歴史一陣物館の振興／32

　（8）芸術文化活動を支える人材の育成／34

亘＝＝＝＝＝＝＾’　一L＿＿一　＿＿’＿’一　出＿＿＿　　　　　　　　　　　　　一

1X国立文化施設等・・……・……・56

　　（1）国立劇場／56

　　（2）新国立脚湯／57

（3）独立行政法人国立美術館・博物館／58

（4〕研究所／62

（5）　目オ＝≡装利サ1姜書／02

（6）国立文化施設の整備／63

1V文化財の保存と活用…………35
　（1）文化財の保護の仕組み／36

　（2）文化賜登録制度の導入／39

　（3）文化賜．保護のための施策／40

Xアイヌ文化の振興’’’’’’．’’’’．’’あ

㎜宗教法人と宗務行政・・＝………66

　（1）宗務行政の雅逃／66

　（2）宗教法人法の一都改正／67

1　唯一・　蝋1翻二．二11．，≒．．．
1一■｝一■ ｨ†　r÷H・・十一　．・『・　　’堵一．・一　　　　　一・

　文化庁は、昭和43年に文部省文化局と文化財

保護委員会を合わせて設置さ・れました。文化庁

は平成ユ3年1月6日より省庁再編に伴い内部部

局の組織が改正され、次のような組織をもって

◇文化庁の組織〔平成13年4月1目H〕〔図一1〕

文部科学大臣

文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとと

もに、宗教法人に関する事務を行っています。

（図一1）

長・　官

次　長

特別の機関

長官官房

国都

日本芸術院

文化部一　　　　文化財部

一長

政策課

会計室

著作権謀

マルチえデイブ

著作権室

国際課

国際文化
交　流　室

部　　長

文化財鑑査官一

芸術文化課

支援推進室

文化活動
　．振興室

国語訳

宗務課

宗教法人室

伝統文化露

文イビ財｛呆醸

企　画　室

美術学芸課

美術館・歴史

博物1館宣

言己念物課

建造物言栗

　国亀分科会

　著作権
　分　科会

　文化財
　分　科会
　文化功労者

　選考分科会

宗教法人
審　謹．　会

特殊法人

二日本芸術
文，化。振興会

独立行政法人

自立一国電

1軍華美術曄＝

実東国立
近代美術館

豪邸貝立
近代美術館

国立茜洋
美術。館
国立貝際

美術館

国車博物館

1案奈国車

博物館
事都国董

博物館
宗一一良国立

悔物．館

一文化財研究所

一1束　　京

＝文化財研究所

一奈　良一一

拙糊嚇

平成13年度末定員229人



F鯉　　　生．一・1

　省庁再編に伴い、国語擁論会、著作権務議会、

文化財保護稚識会、文化功労者選考稚査会の機

能が整理・統合され、平成ユ3年ユ月6日付けで

文化雅論会が設置されました。

　文化審議会においては、文化行政における政

策の企画立案機能の充実を図るため・文化の振

◆文化審言義会組織図（図一2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提

興及び国際文化交流の振興に1理する重要事項に

ついて、幅広い観点から調査審議を行います。

　また、文化謀議会には国語分科会、著作椎分

科会、文化財分科会、文化功労者選考分科会が

設置され、各分野の重要事項等についても調査

窮議を行います。（図一2）

文化審職金呼成13年1月6日以降）

文　化審　譲合

・文化の振興一反ぴ国際文化交流の振興に関する

重要事項の調査審議等

国語分科会 ＜李謡

・国語の改善及びその普及に関する

事項の調査審言蟻

著作権分科会

・著作権制度に関する重要事項の調
査審言義等

文化財分科会

・文化財め保存及び活用に関する重
要事項の調査審譲等

文化功労者選考分科会

文部省の旧審議会等

。』一

f山
■

D調

｛
』
■

5重

｛

扁
・文化功労者年金法により審言糞会の
。権限に属させられた。事項の処理

文化功労者選考審査会

　　．・　　　　．　　’　姜　　　　　　・一　・…　。・　　　　一五　一

　産業、雇用、科学技術など社会のあらゆる分

野で急速かつ激しい変化が起こっている1キIで、

国民の多くは心の豊かさをもとめています

◆図一3　心の豊かさを重視する人の割合

　　（％〕
60

55　　　　　　　　　心の豊かさを重視

50　　　　　　　　　，岨川．ヨ
　　　　　　　　　　　　州．3』珊

45舳珊ハ1ハ皿1棚催
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　　　伽1皿11重1棚呂酊1欄
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25舳
　　50　51　52　　53　　5里　　55　56　57　58　　59

く資料）総理府「国民生活に関する世論調査」

（図一3〕。真に心の豊さを実感できるようにす

るためには、人々にゆとりと潤いをもたらす文

化の果たすべき役割は大きいと言えま・す。

榔㎜柵棚
棚

珊　1〒』l1』捌舳瑚50コ1加
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　鋤皿　　　ヨ皿1狐．
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60616203元2ヨ4567S9
ユ1（年〕

　国＝‘　▼　　一…旦‘　　　一

　劇場、映画一館や博物館・美術館などでの芸術

文化の鑑賞活動や、芸術文化の創作活動など、

◆図一4　直接芸術文化の鑑賞を行った人の書』合
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純q庁「国民の文化に商する．意識調査∫

合3101％

我が国における国民の文化活動は近．年、活発化

しています（図一4、図一5）。

｛参考〕直接鑑賞を行った分野

◆図一5
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　古城、古い中11社仏閣、歴史的町並みなどに関

心のある人は約7割、また、利1楽などの伝統的

な民族芸能や地域の祭りに関心のある人は約6

◆図一6

◆図一7

古墳、古い神社仏閣などの文化財への関心

驚、∴徹し属
49　（3．29毛〕

全く関心が
ない
34（2．3％）．

　　　．一あ・まり・

　　　関心・が

　　　本一い
　　　．2白5
　　1．19＝5％）

湾
、労批

割となっており、ほほ3分の2の人々が地域で

の伝統文化への関心を有しています（図一6・

図一7〕。

総数　r．509人｛100．O％）

．．，＿紬一 @　・、

　　　　　・362＝

関応がある」’・
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　　　690　（45．7％〕

一

』

（資料）文化庁「国民の文化に関する意識調査」（平成12年〕

神楽等の伝統的な民俗芸能や地域の祭りへの関心

無回答　7715．1％〕
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　　717　（47二5％）

　国民の文化への関心は高く、心豊かな活力あ

る社会を形成するためには、文化振興が不可欠

です。そのため、文化の振興へ国をあげて取り

組んでいくことが必要です。

　文化庁では、文化庁長官の私的諮間機関であ

る文一化政策推進会談（芸術家、経済界、学識経

験者等により構成）の報告を踏まえ、文化行政

の総合的推進のために、平成10年3月、「文化

振興マスタープラン」を策定し、その実現を目

指しているところです。

文化振興マスター一プランの概要

，　　　　．≡回≡‘　…＾！

　文化は、固有の意義を有するとともに、国民性を特色づけ国民共通の拠りどころ

となるものである。しかしながら、価値観の変動と多様化、国際化め進展、大競争

（メガ・コンペティション）の激化等の急激な社会の変化が進む中で、我が国の文

化の塊状に対する懸念の声が高まっている。また一方、国民生活や社会を支えるも

のとして科学技術と文化の重要性が急速に高まっている。

　経済や社会の大きな情勢め変化により文化との関わりで様々な問題や課題が顕在

化しており、これらに対応するため、文化の振興は国をあげて取り組むべき喫緊の

課題である・。

，　　　　1　　’　．≡旺　　≡・　　　　I　i：」・‘　・・’

1．

2．

3．

4．

5．

6．

芸術創造活動の活性化

伝統文化の継承・発展

地域文化・生活文化の振興

文化を支える人材の養成・確保

文化による国際貢献と文化発信

文化発信のための基盤整備

（資料）文化庁「国民の文化に関する意識周査」｛平成12年）
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　文化庁が発足した昭和43年度の文化庁予算は

総額49億4，600万円でしたが、その後文化財保護

の充実や芸術文化の振興、国立文化施設の整備

等により1昭和55年度にはその8倍の400億2，500

万円に達しました。l1召和56年度から1昭和62年度

までは伸び悩んだものの、昭和63年度から再び

◆文化庁予算の推移（図一8）
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予算

年度

増加傾1句にj1藍じましたが、平成10年度以降は、　　　一1

国の胴一政椎造改革や国立文化施設（東京国立博

物館、国立西洋美術館など）の施設整備が完了

したことなどのため、再び伸び悩むこととなり

ました。（図一8）d

　このような厳しい財政状況の下ではあります

　　　　　　　　　　　　　　　　人件費：文化庁、日本芸術院及び日本芸術文化振興会の人件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費の合算額。
　　　　　　　　　　　　　　　　施設費：文化庁施設費、文化財保存施設整備費、独立行政法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人施設整備費及ぴ日本芸術文化振興会出資金の合算
“一一一一．■一 C1’■’一一■一一．’’一…“一一一一’一■ @　　　　　額。
　　　　　　　　　　　　　　　　一一般経費1人件費及ぴ施設費を除いた事業費その他の経費。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛単位：億円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注〕　｛　）書きは構成比（単位：％〕

　　　　　　　　罰．
　　　　　　　　，一蕎

日石弄口43　　　45　　　　50 55 56 57

　　　　　　　一歯一

58　　　59　　　60

が、平成ユ3年度文化庁予算については、文化庁

創設以来の増．額である対前年度100億ユ，骨00万円

（12．4％）増の909億4，900万円となっており・文

部科学省一般会計予算の1．38％、国の一般会計

予算の。ユエ％を占めております。分野別では、

文化庁予算全体の34．6％が芸術文化の振興・

63．ユ％が文化財保護の充実、その他が2．3％とな

っています。（図一9，10）口

　このほか、平成2年3月に創設された芸術文

化振興基金約642億円の運用益により、芸術文

化活動に対する幅広い助成を行っています。
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◆総括表〔図一9）

区　　　　会 平成12年．度 平　成・1．3・年唐． 増減雫一！

国　　の　一　般　　会　　計 84兆9，870億5，300万円 82兆6，523億7，900万円 △2．7％

国の一般歳出 48兆913億5，2pO万円 48兆6，588億8．．OOO万円 1．2％

国　　　償　　　費 21兆9，653儘4，100方円 17兆1，705億3，400万円 △21．8％

地方交付税交付金等 14兆9，303億6，000万円 16兆8．2室9億6，500万円 12．7％

文部科学省一般会計　（A） 6兆5，129億200万円 6兆5，783億9，400万円 1．O％

文化庁予算｛B〕
809億3，300万円 909飢900万円

〔構成比〕〔B／Aコ 1．24％ 1．38％
1．2．4％

◆平成13年度文化庁予算く分野別〉（図一10〕

国立博物館整備運営等

　　　10，413百万円
　　　　　（11．4％）

伝統芸能等の伝承　．

10，149百フラ円
（11．2％〕

国宝・重要文化財等
の保存事業の促進等

その他
2，113百万円
（2．3％）

　　　　史跡等の保存・
　　　　．2き．720百万円

　　　　12草．3％）

11．．一■．一

活用

文化財保護の充実
　57，405百万一円

　　（63．1．9者〕

芸術創作活動等の推進
8，387百万円（9．2％）

　　　　　　地域の文化振興
　　　　　　6，772百万円（7．5％〕

・…12－09名）・

？

新国立劇場の整備促進
51378百万円（5．9％）

芸術文化の振興

　31，431百万円1
　　（白4．6％）

1＼

国立美術館
整備運営等

　・　　　■薗…’　日　　＝ミ　　≡菅’　≡　…

　地方公共団体における文化1理係経費について

は（図一11）のような推移となっています。芸

術文化関係経挫が」時大きく伸びましたが、平

◇総括表（図一11）

（億円〕

1000P

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

芸術文イビ

（都道府県）

成5年をピークにやや一減少しています。その主

な原因には、文化施設建設費の減少があげられ

ます。

合　計

芸術文化
（市町村〕

　　　　　　　　　　文化財文化財
　　　　　　　　　｛都道府県）（市町村）

平成2　　3　　4　　5　　6　　フ　　8　　9　　10　　11

干鹿 半成3 乎幽 平成5 平成自 平成7 キ成8 平成自 干成10
ヰ成11＝

芸術文化 1，392 1．620 2．098 2，O百5 1，915 1．倣 1．．517 ．115信O 1β14 1．045

都
道
府
県

文化財 26目
421 425 502 516 566 615 5書2 557 523

小　計 1，660 2．041 皇、523 215目7 2．431 1，99B 2．132 2，122 2，171 1．56高

姜…術文化 3，320 4．093 4，B73 6，O自O 5，528 5，239 5．572 5．436 3．972 3，593

市
町
村

文化．財 617 360 目19 日76 326 875 779 320 735 331

小　計 3－937
41953 5，092 6－906 6，354 6．114 6，351 6，256 4，75了 4，424

合　計 5■5目7 6、舳 8．215 9，553 8．785 母一112 目．4日3 3．378 6．92日 5．992

｛単位1億円）
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蓼　　　項 内　　　　容 適用　年

「芸術の公演・展示・を自ら企画し、または実施す

ることを目的とする公益法人」及び「自一ら文化財の

保存と…舌用の事業を行うことを目的とする公益法人」 昭和51年4月～

が文部科学大臣の認定を受けて特定公益増進法人と

なることができる。
L　一一　一一1■一　■一　一　一　．　■　I　一　一　一’．　■一I　一　一　一　一　■一　■一．一．’．　一一一11’　I　一

■　一　’　’　一　．　1　．　’　一　．　■　■

「芸術の普及向上のための助成金の支給を行う公 法人の寄付金が一般に

益法人」または「文化財の保護のために助成金の支 損金参入される寄付金額

給または国際的な交流・協力を行うことを目的とす と同額が更に別枠で損金

特定公益増進法人
る法人」が文部科学大臣の認定を受けて特定公益増 算入される。。（法人税）

平成．元年4月～
進法人となることができる。 平成r3年月月～
一　■　■　一　■　一　I　一　一　一　一　一　一　I　一　一　一　一　’　一　一　一　一　I　’　’　’　一　．　．　一　．　I　一　一　一　．　一　’　一　■　．　■　一

独立行政法人国立国語研究所、国立美術駄国立 個人の寄付金が所得控
博物館、文花財研究所、特殊法人日本芸術文化振興 除きれ。る。（所得税〕

会が特定公益増進法人として認められている。
．一一一一一一一一一一■■■一一一一一一 C一一I一■I一一一一一■一一’．一’一一一一一

一　　一　　．　　■　一　　．　一　一　一　1　　－　I　■

「博物館法に規定する登録博物館のうち、一定の

要件を満たすものの設置運営を主たる目的とする公

益法人」が文部科学大臣の認定を受けて特定公益増
平成9年4月～

進法人となることができる。

「芸術の普及向上または文化財の保護を主たる目
的とする法人で文部科学大臣の…忍定を受け。たもの」

相続税の非課税。
に対する相続財産等の寄付については相続税は課さ

非課税
昭和52年．4月～

れない。

独立行政法人、特殊法人日本芸術文化振興会に対

する寄付も同様。

相続が発生した際、登録美術品による物納を希望

・登録美術品
する場合には、物納の優先順位が国債や不動産等と

同等の第1順位となり、一般の美術品と比べて物納
物納の轄例 平成10年12月一

することが容易になる。

法人の寄付金の全額が

「重要文化財の修理及ぴ防災施設の設置の費用に充て 損金に算入される。（法

指定寄付金 るために公益法人が募集する寄付金」が財務大臣の 人税〕 昭和40年一月～

個別の指定を受けて指定寄付金となり得る。 個人一の寄付金が所奮控

除きれる。（所得税）

出損金が特定公益±曽進

法人と同様の取り扱いと

「芸術の普及向上に関する業務（助成全の支給に なる。（所得税・法人税〕

限る）」または「文化財の保存及び活用に関する業務 ’　　一　　’　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　■　　．　　．　　■

言塁定特。定公益信託 （助成金の支給に限る）」を行うことを目的とする公 相続または遺贈により
昭和62年10月～

益信託が文部科学大臣の証明及ぴ認定を受けて認定 取得した金銭を出損した
昭和63年10月月

特定公益信託となることができる。 場合、相続税の課税価格

の基礎に算入しない。
（相続税）

文化功労者年金、日本芸術院から恩賜賞又は日本

所得税一の非課税
芸術院賛として交付される金品、芸術に関する顕著

な貢献を表彰する特定の賞金について、受賞者の所
非課税

得税が非課税となる。

j0

ワ　≡舳　■．聾　黄・、さ一 ‘慶姜壱琶

泰　　　　項 内　　　　容 適　用　年

個人が、重婁文化財として指定された動産または
建物を、平成14年12月31日までに、国・地方公共団

昭和47年4月山

体、独立行政法人国立博物館、国立美術館、国立科
平成14年r2月

学博物館に譲渡した場合、譲渡所得に所得税が課さ
非課税（所得税） （地方公共団体に

れない。
ついては昭和50

言襲漉所得一の非課税 年～〕
一　■．　．　一　一　．．　■　一　一　■　一一一一　■　一　一　一　一　一■一一一’’　’　一　一　一　■　一　一一　一一　■一　■一　一一　一 一　■　■　I　1　一　一　一　‘　■　■　．　一　I　一　■　■　■

等
一　　一　　一　　一　　一　　一　　　■　　I　　一　　一　　一　　’　　’

個人が、未指定有形文化財のうち、重要文化財と
同等の価値があるものと認められるもの友ぴ重要有
形民俗文化財を平成1－4年他用3r日までに園、独立行

2。分の1課税｛所得税〕

｛昭和47年4月川平成4年 平成酔1月一

政法人国立博物館、国立美術館、国立科学博物館に 12月までは非課税〕 平成14年12月

譲渡した場合、言鶉渡所得の2分の1が控除される。

個人又は法人が重要文化財として建物とともに指

�n．所得の特別控一 差された土地及ぴ史跡名勝天然記念物として指定さ
2．OOO万円の特別控除

れた土地を国又は地方公共団体、独立行政法人国立
〔所得税〕

除等 博物館、国立科学博物館に…襲渡した場合、2，oop万円の特別控除または損金算入が認められる・。 2．OOO万円の損金算入 昭和45年4月山

（法人税〕

独立行政法人国立博物館、国立美術館、国立科学
博物館に対して、国宝・重要文化財の寄附の中し出
があった場合、その中し出からr年以内に限り、法人

指定寄付金・ が当該寄附される国宝・重要文化財の収集、保存修 全書願金算入（法人税〕

理に要する費用に充てるための寄附（金銭その他の
平成13年4月～

資産等）をする場合、財務大臣の個別指定により全
額損全算入が…零められる。

重要文化員オとして指定された民。家及びその一敷地の

梶E続税の軽減 うち、所有者の居住の用に供されているものの相続 相続財産評価額の

税について相続財度評価額を軽減している。
60’100を控除 昭和60年1月～

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、名勝も
しくは天然記念物等または地方公共団体が指定した
．文化財に係る一定の土地等または伝統的建造物群保 非課税

存地区内の区域内の一定の土地等については地価税
が課されない。

。地価税の非課税等＝
．　　　　’　　　一　　　一　　　　．　　　　’　　　．　　　一　　　　一　　　　■　　　一　　　．　　　　一　　　　’　　　　一　　　．　　　　■　　　一　　　一　　　．　　　　■　　　．　　　．　　　．　　　　■　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　　一　　　　一　　　一　　　．　　　I　　　一　　　一　　　1　　　■　　　1　　　一　　　　一　　　I　　　1　　　川　　　o 一　　　一　　　』　　　‘　　　I　　　’　　　．　　　’　　　1　　　’　　　’　　　　．　　　　一　　　　一　　　．　　　．　　　一　　　一　　　■　　　一

非課税とされる文化財に準ずるもののうち保存及 課税価格に算入する全
平成4年1月一

び活用を図るべき一定の文化財に係る土地箏にっい 額が土地等の一価格の2分
平成10年度以後 ては、課税価格に算入する金額が減額される。 の1に軽減される日

当一会の間、地価 一　　　　I　　　　一　　　一　　　　’　　　一　　　一　　　一　　　一　　　　’　　　　’　　　　一　　　　一　　　．　　　　一　　　一　　　　一　　　一　　　　一　　　■
．　　一　　一　　■　　■　　■　　1　　1　　－　　1　　1　　’　　L　　1

．税を課さない 登録有形文化財の登録された慶造物に係る土地等
課税価格に算入する金

については、課税価格に算入する金書買が漉額され．る。 額が土地等の価格の2分 平成9年1月～
の1に軽減される。

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然
言己念物として指定され、もしくは重要美術晶として
認定された家屋またはその敷地については、固定資

非課税 昭和25年4月山

産税、特別土地保有税一、都市計画税が課されない。
I　　川　　一　　1　　　一　　‘　　’　　一　　‘　　I　　　一　　一　　1　　■　　I　　　一　　　一　　　■　　　一　　　一　　　■　　．　　．　　’　　　一　　’　　　一　　　一　　　1　　1　　1　　I　　I　　　■　　一　　　■　　一　　一　　■　　一　　一　　■　　■　　■　　一　　1 川　　皿　　’　　■　　一　　．　　I　　■　　■　　■　　一　　川　　‘　　1

重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物
（風俗営業に使用されるものを除く）で一、文部科学夫

臣が告示するものについては、固定資産税、都市計
非課税 平成元年1月山

ﾅ定資産税、特別；．

．土地保有税、都市一
両税が課されない。1’一一一．’■一’．．一’一’一．一■■一．一．．．．L’u皿皿II■I二一一一一．一．一

’　I　■　　．　　一　　．　1　　．　　■　　一　　■　　1　　■　　’

l11論説の非課税等 重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物
（風俗営業に使用さ九るものを除く）一で、文部科学大 市町村の実情に応じ、

臣が告示する家屋一の敷地については、固定一資産税、 税額の2分の1以内を適 平成10年4月～

都市計画税の税額の2分の1以内を適豊軽減すること 宜軽減

が適当である。（自治省通達〕一

一　一　I　　一　一　I　I　I　　一　一　　一　　一　一　．　　一　■　．　．　．　’　一　　■　　■　　一　　一　．　．　■　一　I　■　1　1　■　一　　一　一　一　一　一　．　　一　．　’　’ 一　　’　　’　　’　　　一　　’　　　一　　　一　　　一　　　■　　■　　一　　　■　　1　　一　　■　　．　　．　　　一　　一 ■　　一　　一　　　．　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　I　　　■　　　…

登録有形文化財である家屋に一ついては、税額の2分の 市町村の実綴に応じ、税

1以内を適宜軽減することが適当である。（自治省通達） 額の鉛の1以内を適宜誰減
平成9年1月～

〃
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　多彩で豊かな芸術を生み出す源泉は、芸術家

や芸術団体の自飾な発想に基づく創造活動にあ

ります。芸術家や芸術団体の創造活動がより活

性化するためには、それを支える創造環境を整

備充実していくことが不可欠です。

　文化庁では、次のような施策を歴開し、芸術

創造活動の推進を図っています。

r一

施　　　　策
し．．．　　　　　　　　　一．．

（1〕芸術創造活動への支援

　①芸術創造推進泰業
　　　（アーツプラン21）

　　ア．芸術創造藩性化事業
　　　a．芸術創造特別支援

　　　b．国際芸術交流推進

　　　C．芸術創造基盤整備

　　イ．舞台芸術振興事業

②芸術文化振興基金

（2〕メディア芸術の振興
①新しいメディア芸術の振興
　　ア．メディア芸術祭

イ．メディア芸術プラザ

②映画芸術の振興
　ア．優秀映画の促進

イ．東京国立近代美術館
　　フィルムセンタ・一

ウ．映画芸術振興事業（新規）

（3〕芸術家の育成

①芸術家在外研修

②海外芸術家招へい研修

③芸術インターンシップ

｛4）芸術祭の開催

（5〕芸術家箏の顕彰

概　　　　　要

　21世紀の新しい文イ．ヒ立国にふさわしし．・創造的な芸術活動

の活性化を推進するため、舞台芸術・創造活動に対する支援
を実施。

　我が国．の現代舞台芸．術の水準向上を図る上で直接的な牽
引力となることが期待される芸術団体に対する重点的交接。

　現代舞台芸術の国際交流を権進するため、芸術団体の海
外公演等を支援。

　現代舞台芸術における協会等団．体が行う人材養成・研修
や調査研究事業など、芸術文化のソフト基盤の整備を支転
　日米芸術文化振興会を通じて、我が由の現代簿台芸術の
水準一の向上に資する優れた公演を支援。

　芸術文化振興基金・の運用益をもって、芸術文化団体等の
文化活動に対して幅広く助成口

　マルチメディアを活用したコンピュータ・グラフィック
ス等の新しいメディア葵術を振興するため、優れた作品め
発表、顕彰及ぴ鑑賞の機会を・提供。

　メディア芸術創作活動を情報面から支援するため、イン
ターネットのホームページ上｛冊p：〃p1aza．bunka．gojp∫）で

優れた作品の公開、作品発表の場の提供等を実施。

　メディア芸術創造の基盤となる映画芸術の振興を図るた
め一、優秀映画作品の顕彰や独立プロダクション製作作品の
上映支援箏を実施。

　東京国立近代美術館フィルムセンターにおいて、貴重な
映画フィルムーの修復事業や優秀日史画鑑賞推進事．業など映画

フィルムの保存・活用を実施。
　地域で一公開される作品の上映に対す季交接、日本芸術文
化振興会を・通じて地域における映画の製作活動や映画祭に
対する支援一一を実施。

　意欲的な公演の発表の機会の．提供、内外の優れた芸術作

品を鑑賞する機会の提供を・目的に、毎年秋に開催。

文化勲章、文化功労者、日本芸術院、芸術選奨等。

．r3年度予算鰯

　1師円ド

6β69

5，36白

3，292

r，551

　525

1．001

1．258

52
33
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55

500

229

67

97

144

※独立行政法人国立美術館運営費交付金で実施する。
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　芸術創造活動の推進については、従来の支援

施策を再椎築して、平1黄8年度から「芸術創造

推遊事案（アーツプラン21）」を開始し、21世

紀の新しい文化立国の実現をめざして芸術創造

活動の支援め抜本的拡充を図っています。

，芸術創造推進事業（アーツプラン21ゴ

@　　　　　　　　（63億69百万円）1

三1芸術創璋活性化事業　　（53億6白百万円） u
，
≡
．
．
」

①芸術創造特別支援

②国際芸術交流推進

…
そ
＝
＝
i
…
芋
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一
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③芸術創造基盤整備

　　　　　　　　　　　　司G2舞台芸術振興事業備助釜ジ
P．、．．．．。（！岬甲申）一

「芸術創造推進事業（アーツプラン21）」

シンボルマーク

一＝■r1s　P■an21

21世紀において、文化を重視
した国づくりを進め、文化に
よる国際貢献を果たしていく

ため、芸術創造の炎が太陽の

ように限りなく燃え広がるイ
メージで構成したシンボルマ
ークです。

◆く募集及ぴ審査の手競き〉

1　芸術創造活性化事業

意欲的な公演活動への取組みにより、我が菌の現代葬台芸術の水準

向上を図る上で、直接的な牽引力となることが期待される芸術団体

を対象に年間の公演活動を総合的に支援（原則3年間〕

海外フェスティバルヘの参加等の海外公演や、国際フェスティバル

の開催、海外の芸術家や芸術団体との国際共同制作を支援

若手芸術家の養成・研修、芸術活動の調査研究など協会等団体が行

う芸術文化のソフト基盤の整備を支援

瞭誼欝瓢驚ξり・我が国の現幟術〕

※（　〕は、平成13年度予算額

支援対象の募集
（公募による）

原則として毎年1回｛活動実施年度の前年度中〕に公募。

　　　　　　審査
芸術創造推進事業・（アーツプラン21）＝

．協力者会議

支援対象の決定を適正に行うため、芸術文化に関する有識者で構成する

協力者会謹により、各芸術分野の実情及ぴ特性に応じた審査を行う。

▼

支援対象め決定

2　舞台芸術振興事業

Pユ4②芸術文化振興基金のく募集及び審査の手続き）により行われます。

∫3



②　　　，　　・・1引≡芋

　芸術文化振興基金（以下「基金」）は、政府の出

資金と民間からの肥えん金を原資として、安定

的・継続的に多様な芸術文化活動に1幅広く援吻

を行うため、平成2年3月来に設けられました。

　現在、約642億円（国からの拠出金530億円、

民間からの出えん金約112億円）の迎用益が多

極多様な芸術文化活動への助成にあてられてい

ます。また、助成の充実のため、基金への寄付

金も醐時募っています。

　なお、基金は、特殊法人日本芸術文化振興会が

迎用、助成対象活動の募集・決定・交付を行って

◆助成の対象となる活動

芸術文化振興基金
シンボルマーク

　芸術を限りないパワーで、
力強く未来に向かって育成す

る。このイメージをARTの
頭文字のAと、無限大の記号
というエレメントで構成した
シンボルマークです。

　色彩は新しい時代の知性と、

深い伝統の心を温かいブルー
で表現しました。

福田繁雄くグラフィック・デザイナー〕作

います。日本芸術文化振興会はこのほか、国立劇

場、新国立嘘脇等を設置し運営しています。

1　芸術家及ぴ芸術団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動

　（1）現代舞台芸術の公演、伝統芸能の公開その他の活動

　（2〕美術の展示、映像芸術の創造その他の活動

　（3）先駆的又は実験的な公演、展示その他の活動

地域の文化の振興を目的として行う活動

（1）文化会館・美術館その他の地域の文化施設において行う公演、展示その他の活動

（2）伝統的建造物群、遺跡、民俗芸能その他の文化買オを保存し、又は活用する活動

文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図るための落動

（r）アマチュア、青．少年、婦人その他の団体が行う公演、展示その他の活動

（2）文化財である工芸技術又は文化財保存技術の復活、伝承等文化財を保存する活動

　芸術文化振興基金による平成2年度から平成ユ2年度までの助成金の交付実績は、8，403件、約227億

円となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三F成12隼則……＝交｛寸ヨ犬…児）

助成対一象分野
○芸術家及ぴ芸術団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動

○地域の文化の振興を目的として行う活動

○　文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図るための活動

合　　　　　　　計

応．．募件数

日87件

306

341

1－534

工 何件 一致

242件

200

1句2

・634

助成余交付額

707百万円

139

130

・9761

助成対象活動の募集一一
　　（公募による）

原貝一1として毎年1回幡動実施年度の前年度中）に公募。
募集案内で定める蕃類を日本芸術文化振興会に提出。

　　　　　　審　査
芸術文化振興基金運営．委員会
部会（4）・専門委員会（11）一

芸術文化振興基金による助成を適正に行うため、芸術文化に広くがつ高
い識見を有する委員で構成する芸術文化振興塞金運営委員会により、各
分野の実情及ぴ特性に応じた審査を行う。

助成対象・助成金額め決定

〃

※芸術文化振興基金の詳細については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先1日本芸術文化振興会　基金部

〒102－0092東京都千代田区隼町4－1　TEL03－3265－7411（代表）

令芸術文化活動支援予算等の推移（図一12〕
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与了1与　　」」’’’’一、塵口文化庁 …≡術文化振興基金

｛5『、紗1　一甥
　　　　　　　　宰串　一軍旦そ
　　　　　　　　　　へ

　　　　　　　　　　1i

　　　　　　　　　　　　　　　田岨一I…I1一諠gド舳・
．’’一‘“謔P一’∵r一’∴：　1一一一

5027

“帥1一

　　1’

一一’@1
　一　！

」曲71

．、□

喜荊 雌固皿砧担｛アーツブラ，皇1〕

畢芝

刈≡

卵

「一’

　　　　　　　兀　　　2　　　3　　　－　　　5　　　6　　　7　　　目　　　9　　　10　　11　　　12　　13｛年産〕

（注ユ）平成7年度までの「文化庁」は、「民間芸術等振興費補助金」「日米舞台芸術交流事業」

　　　「優秀舞台芸術公演奨励」「舞台芸術商度化・発信事業」各事業の予算額の合計額。

（注2〕芸術文化振興基金は、助成額の実繊。ただし、13年度は予算額。

「芸術創造特別支援」採択団体公演より

腫原歌劇団・新国立劇場共催公演『ドン・キショット」◎池上直哉

　　　　　　　　　　〒・一・

劇団苗年厘第153回公演「ブニ’ナよ、木か；おりてこい」◎長野芳喜

2000年スタータンサーズバレエ団亜録み公演
「くるみ副u人形」第2幕より　ゲラン・パ・ド・ドゥ
⑥＾．l　CO．，Lld．
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醸獲籔蟹襲1二二，

　インターネットの急速な普及、DVD等の新

しいメディアの登場、多チャンネル放送の展開

など、マルチメディアの進展は、文化の振興普

及に大きな変化をもたらしています。

　このような多メディア・多チャンネル化が進

む中で、そのコンテンツ（内容）となるコンビ

メディア芸術祭

メディア芸術プラザ

ユーク・グラフィックス、アニメーションなど

のメディア芸術は、21世紀の我が国の芸術文化

全体の活性化を促す牽引力として、その振興が

緊急の課題となっています。

　このため、文化庁では、メディア芸術の振興

を図るため、次のような施策を展開しています。

　我が国のメディア芸術の振興を図るため、優れたメディア芸術作

品の発表の機会を提供し、創造性あふれる作品を顕彰するとともに、

これを鑑賞する機会を提供。

　インターネットを活用し、メディア芸術創造活動に役立つ各種の

情報や素材の提供、優れたメディア芸術作品の紹介、作品発表の場

の提供などを実施回（hupl〃p1aza．bunka．gojp’〕

　　司　＝I…　壬一口　，　　　一　　I＾．

　文化庁では、新しい表現技法を開拓した創造性あふれるメディア芸術作品の

発表・肺彰の場として・また先端酌なメディア芸術の鑑賞の場として、平成9

年度から「文化庁メディア芸術祭」を1洲曜しています。

　平成ユ2年度は合言11858作品の応募があ．コ、審査委員会を経て各部門ごとに大

貨ユ作品・優秀貨4作品が選ばれました。メディア芸術祭贈呈式と受賞作品の

展示は、東京都写典美術館（東京・目黒区三旺1）で行われ、展示会場には、デ

ジタルアート・インタラクティブ部門で大貨を受賞した「ドラゴンクエスi・、皿

一エデンの峨士たち～」や、各部門の受賞作品の展示、上映、シンポジウム及
び協賛事業（企画展「キ・ヤラミックス　ドットコム」等）が行われました。

平成12年度（第4回）文化庁メディア芸術祭　受賞作品
げシタルアート［インタラクティブ］部門1

　　・　　一．1’・」．．一・1・』・監胴剛”エストトエテ，o蛆申
　　　　　　　　　　　麟儲＝箒や豊：1幾簑手■ムデザ州

　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　届出　明侍中うクターデサイレコ

　　　　　　　　　　　　　　　　山宅　寧■イ，プログラ川
　　　　　　　　　　　　　　　　口蛆　目上回｛アートデイ』ウシヨン〕

蝶∵，．　・　　　　　跡一マーカ舳ト”一
吉＝　　　　　　　　．　．　　　　　　　　　　　ドユ，ラオ／＾一トピートノηし

　　　　　　　　　　　一一一一一　　　　デビアツツア／ユニ，ラコ㎜

【マンガ部門】

｛∋o阯Ni目u彗一＾P＾冊1■E、

吠‘］＾ガ赤，ド

仲舌＝＃上　曲珪

届仲＝昔川　英捨

メテー Cア芸術祭．シンボルマーク

（澄川喜一東京芸術大学長　作〕

匝。ool・τ。賄mi岨．1η七

附口旧LOOOTHEL｛雪下
）＾MP旧…

作者：北久倶　亜亘｛監田，

ノ6

㊧曲。岬舳舳il．o！酬㎜・駐日・旧阯呂・i戸＾

　映画は、国民の身近な娯楽として生活の中に

定着するとともに、総合的な芸術として重要な

位置を占めてきました。しかしながら、現在の

ヨ1晒界は、製作本数や鑑賞人ロー等は最盛期に比

べると大きく減少しています。一方、マルチメ

ディアの進展の中で、多様化する国民の需要一に

文化庁

優秀　映画賞一 優秀な邦画の禦
（受賞作品数：一

・優秀映画上映支援事業
大手映画会社系

作品及ぴ地域で

一部を支援。

シナリオコンクール支援 優れたシナリオ

芸術フェ□一シップ 蓋手芸術家に海

東京国立近代美術館フィルムセンター

企画上映事業
名作映画館等の

（年間200日．41

優秀映画鑑賞推進事業． 公立文化施設等

上映｛130会劇

映画文化に関する国際交流 国際映図祭への

伴う経費に対す

映画製作専門家養成藷摩 映画製作専門家

調座を闘譲

劣化の善しい賛．

映画フィルム修復事業 画フイ」レムを復

復

．□シア運郭所在日本映画収集事業
ロシア連邦ゴス

モファン・ド㊧目1

を奴珪

芸術文化振興基金 僻禁法人 日本会禰文

「映画製偶舌動」への助成釜 日本職睡㈱職i

映画．製．作文選
遡域においで企i

墨馳慮。

映　圃　祭　支　鍍 地域で閣稽され一

対応した多彩な映像ソフトの確保が談懸となっ

ており、その供給源として映画の果たす役割が

大きくなっています。

　このような状況の中で、我が国映画芸術の振

興を図るため・文化庁では下記のような施策を

実施しています。

優秀な邦画の製作者に対して優秀映画賛を鰻星。
（受賞作品数：長編漢画8作品以内、短緩映画ヨ作品以内〕

大手映画会社系列の冒己給網に乗りにく・い独立プロダクション製作の優秀な映画

作品及ぴ地域で公開される映画作品の上映に必要な映画館の借り上げ経費等の

優れたシナリオを発掘するため、映画シナリオのコンクールに伴う経費を支援。

蓋手芸術家に海外、あるいは国内施設での研修機会を提供。

名作映画館等の上映
（年間200日・400回〕一

公立文化施設等で巡回

上映｛130会場以上）

国際映画祭への参加に

伴う経費に対する助成

映画製作専門家の養成・

劣化の善しい貴重な酸
画フイ」レムを復元・値

ロシア連邦ゴスフイル

モファンド㊧日本駿画

111　l一
¥　・l1＋1．

日本会禰文化振興会〕

東京国立近代美術館フィル今センター

日本職睡く劇職面、記録験画、ア＝ヌーション映画）の製作活動への助成。

地域においで企i堅された作品、地鐵を題掴に企画された作品の製作活動に対す

圭也憾で鳥目示叢さ一τる頂真正目彗美幸幸；こま士し言ヨ…蓑葦。
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　　　　　　　　　＿　　t一　’中……、　　　．、一　｝Ψ＾山「一）7’
　，）㌔．』家。隷眺　　　　・　一一一旧一二。、三二止I＿＿二．≡　一　　・

　文化庁では、各分野の若手芸術家等に、その専門分野の実践的な研修の機会を提供するため・下記

のような研修（芸術フェローシップ）を実施しています。

制　　　　度 内　　　　容 研修員数〔13年度）

芸術家在外研修 美術、音楽．、舞踊、演劇、映画、舞台美術等、メディア 1年派遣　　78名

芸術、アートマネージメント分野の新進芸術家等を海外に 2年派遣　1－3名

派遣し、その専門分野の．実践的な研修の機会を提供。 3年派遣　　2名

1年派遣、2年派遣、3年派遣、特別派遣（3か月）の4種が 特別派遣　　52名

奉り、昭和42年度か・ら平成12年度末までに1，471名を派遣。

平成自年度か・ら研修成果の発表公演等も実施。

海外芸術家招へい研修 我が国で研修を．希望する・海外の有・望若手芸術・家を櫃極的。 アジア地域　5名

に招へいし、実技を中心とした高度な研修や、我が国の若 欧州地域　　4名

手芸術家との交流の機会を提供。（平成2年度～）
米　　国　　10一名

中　　国　　10名

韓　　国　　6名

芸術インターンシップ 美術、音楽、舞踊、演劇、映画、舞台美術等、アートマー 64名

ネージメント分野の新進芸術家等に日本国内の専門研修施

設での研修のほか、研修生の創意工夫を活かした研修の機

会を提供。研修期問は10か月旦（平成3年度～〕

◆芸術家在外研修派遣人数の推移｛図一13）

仏曲
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埴
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　　　　帖　　刊囲　　丁1

日1

1仙

1盟

1酬 1て妻祐蒙在外祠彦のこれまでの派遣者の例〉1

1若杉・　弘（音楽：指揮
一森下　洋子（舞踊1パーレエ
≡絹谷　浩二（美術1洋画
：佐藤しのぶ（音楽1声楽
；野一田。秀樹（演劇：一演出
1諏訪内晶子（。音＝楽：。器一楽。

1野村　萬斎（演劇1狂言師
≡崔　　洋一（映画．1監督
！鴻上　尚史（演劇：演出。

甲虚2　　コ　　　一一　　　；　　　0　　　7　　　苫　　　！　　　10　　　11　　　12

≡；二島二二λ」………一…一一L一

＝　文化施設の運営や芸術文化団体の活動、あるいは、1

1芸術文化関係の催しをより効果的で大きな成果があ・が1

1るようにするための落動を。称して「ア，トマネージメ｛

　ソト」．とい・います。

　　そめ一内容一は極めて広い範囲にわたりますが、具体的

1には・企画制作・経理や組織管理等の管理関係の業務・

広報活動やマーケティングー等の業務が含まれ・ます。

　　文化庁では、公立文化会館の管理連。営担当職一員を一対

　象にしたアートマネージメン・ト研修会等を行ってい・ます。

　　　止畠呈岨｛五冊虫たら

bOMANト明日展2001
型1．…則阻旦L型j榊｝＝患，映理理量茸里華．苗貝

昭和42年度）＝
昭和50年度〕≡

昭和52年慶）＝
昭和59年度〕：
平成4年度〕　≡
平成一6年度）　1

平成6年度）1
平成8年度）≡
．子産量生痕し．」

∫8

芸術家在外研修・

研修成果の発表

「DOMANl・
’明目」展

（平成13年1月6日

～1月27日、安田

火災東郷青児美術
館）

声「

」　　　　　鰻鐵繕二　　　、．．

　芸術祭は・広く一般に内外の優れた芸術作品

を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術の創

造とその発展を図ることを日的に、昭和21年以

来、毎年秋に1粥催されています。

　平成ユ2年度は、芸術祭オープニング公演「オ

ペラ・ガラコンサート」やベルリン・ドイツ・

オペラの協力による芸術祭国際共1司余波オペラ

「青ひげ公の城」等の主催公演のほか、アジア

近隣諸国の芸術家・芸術団体の参加を得て、

「アジア・アート・フェスティバル」を実施し

ました。また、椥劇、音楽、舞踊、演芸の4部

門の参カ11公演

や、テレビ、

ラジオ、レコ

ードの3都門

の参加作品の

中から優れた

成果をあげた
芸術家・芸術　　　　芸術祭ジニ’ボルマーク
　　　　　　　　　　　｛多田　美波氏　作〕
団体に対して

芸術祭大賞、芸術祭優秀貨、芸術祭新人質及び

芸術祭放送個人貨を贈呈しています。

　　一

寰蜊ﾃ公演

芸術祭オープニング・国際音楽の日記念コンサート「オペラ・ガラコンサート」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　骨オ’‘オ骨，アジア・アート・フェスティバル「花降る日へ一劇作家郭宝寛の世界一」

|術祭国際共同公演　オペラ「青ひげ公の城」　等　計7公演

○参加公演
演劇、音楽、舞踊、演芸部門　計127公演

eレビ、ラジオ、レコード部門　計104作品

○協賛公演 演劇、音楽、舞踊、演芸部門　計33公演

平成12年度（第55回〕芸術祭

芸術祭国際共同公演「青ひげ公の城」（新国立脚甥〕

◎三枝近志

アジア．アート・フェスティバル　インド「九さんの話」（新国立劇劇◎弄妹竜太
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優れた莱繍を．ヒげた芸術家等の功繍をたたえるため、各種の顕彰制度が設けられています。

名　　　称 内　　　蓉　　　等 発足．年一一度

文化勲車 一文化膿童は、文化の発展に関し興瀬卓絶な者に対し文部科挙大臣が文化 昭和12年度

功労者選考審査会の意見を固いて行う推薦に基づき内閣が決定し、授与。

芸術分野では、美術、文芸、昔楽、演劇等が対象。

文化勲章受章者は、原則として前年度までの文化功労者の中から選ばれ

る。

文化功労者 文化功労者は、文化の向上発展に関し特に功瀬顕著な者に終身年金を支 昭和26年度

給し、これを顕彰するために設けられたもので、対象分野は文化勲童と同

様。

昌本芸術院 芸術上の功綬顕著な芸術家を優遇するための栄誉機開日 大正8年度

大正8年に帝国美術院として創設され、その後帝国芸術院に改組されるな

どの拡充を経て、昭和座年に現在の名称となった。

現在、院長1名と美術、文芸、音楽・演劇・舞踊の各部門か1らの会員120

名以内により構成。

また、会員以外の顕著な業鯛のある者に「恩賜賞」、「日本芸術院賞」を授

与由

文化関係者文部科学大≡≡表彰 文化の各分野において優れた成果を示すとともに、教育的活動、国際交 平成10年度

流、社会的買献等に多大な功級を挙げた者に対し、文部科学夫臣が表彰。

文化関係功労者顕彰 文化活動に優れた成果を示し、文化の振興に貢献した者について、文化 昭和61年度

庁長官が表彰し、又は感謝状を授与。

地域文化功労者表彰 全国各地域において、芸術文化の振興、文化財の保翻こ尽力するなど地 日直和58年度

域文化の振興に功繊のあった個人及ぴ団体に対し、その功獺をたたえ、文

部科学大臣が表彰。

奉術選奨 演劇≒映画、音楽、舞踊、文学、美術、古典芸術、放送、大衆芸能、評 昭和25年度

論等の10部門において、その年に優れた業繊をあげ、新生繭を開いた者に、

芸術選奨文部科学大臣嵐及ぴ芸術選奨文部科学犬臣新人賞を贈呈。

優秀映画賞 日本映画の質的向上と発展を図るため、優れた作品に文化庁長官が優秀 平成2年度

映画賞在贈呈（平成10年鹿までは優秀映画作品賞〕。

創作奨励賞 舞台芸術各分野において独創的な優れた舞台芸術創作作品を広く募り、 昭諏53年度

優秀作品に、創作奨励賞を贈呈。

一優秀美術作品買上 美術作家の創作意欲を蕎める走め・新人作家等の絵図や彫刻等の優秀作 昭和34年度

品を買い上げ、文化庁主催地方巡回展で公開するほか、国立葵術館におい

て活用を図る。
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蟻この他、叙鰍、襲衰等の制度があります。

駿璽醸慧嚢籔嚢籔籔騒墾嚢嚢〔二二二二二二二二二コ

　近年、．企業の社会貢献意識の高まりに加えて、

経済の発展には文化の側面が不可欠との認識が

強まっていることを背景に、自ら芸術文化事業

◆企業メセナの実施状況

を実施したり、芸術文化活動を支援するなど、

メセナ活励を行う民間企業が±留えてきていま
す。

，L．、塾企韓！略1鉾薮一律瞬）．、、

平成4年度 250社／403ネ土　（62．O％〕

平成5年度 252社／376社（67．O％）

平成6年度 265社／404社｛65．6％）

平成7年度 239社／358社（66．8％）

平成8年度 230社／325社（70．8％）

平成9年度 265手土／436手土　（60．8％）

平成10年度 266ネ土／464キ土　（5ア・3％〕

平成11年度 25自社／仏5社（58．O％）

用語解説

　　　くメセナ〔m色。6nat））

「芸術文化の保護・支援」を憲

味するフランス語で、古代ロー

マ時代、アウグストゥス帝の重

臣で芸術を擁護したマエケナス

｛Maecenas）に由来する

◆メセナ活動費の総額（図一14〕

（億円）

250

200

150

100

50

．o

1一．．’一一’

平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年廣 平成8年度 平成9年度

L圭．．度．

平成4年度 236億1，297方円（186社11億2，695万円｝

平成5年度 204｛意6，983フラ円　　（190キ土＝1缶…　744コラ円）

平成6年度 159億2，280万円（211社：1億7，546万円〕

平成7年度 168億1，771万円（174社：　9－665万円〕

平成8年度 175億5，52ア万円（仰6社：　9，975万円〕

平成9年度 196億8i80テ万円（183社：1憶759万円）

平成10年度 214億7，871万円（210社11億228万円〕

平成11年度 1－96億5，389万円（193社：1億183万円）一

平成10年度　平成11年度

く資料）｛社）企業メセナ協議会「メセナ白書2000」
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（社）企業メセナ協議会

（会長：樋口廣太郎アサヒビール（株）名誉会長、理事長：福原義春　（株）資生堂名誉会長〕

　企業のメゼーナ活動を支援するため、平成2年4月に設立されま・した・

　①芸術文化支援等一に関する啓発・普及・顕彰、②芸術文化支援に関する情報一の収集・配布・仲

介、③芸術文化支援活動の調査・研究、④海外の同種の機関とめ情報交換・交流一など多様な溝動

を展開して。います。

　平成6年2月．に．は特定公益増進法人に認定され、同協議会が認定した芸術文化団体の活動に対

する寄付金に税一制上の優遇措置が適用さ一れることとなり、企業のメセナ活動の対象が、更に拡大

すること．が期待されています。

企業メセナ協議会の助成認定事業

④寄付

⑤特増証明
　書の発行

企業メセナ協議会

助成選考委員会

⑥助成（寄付金と同額〕

①認定申請

②認定証
　の交付

　寄付者
（企業、個人〕一

　　　③寄付の依頼（募金活動）
■←一’’一一一一．一一．I■■■一一■一一一一一一■一■一一．一一’’一一一．一■．一■．．．．　　　　＝＝ 術　団　体

〈平成11年度実績〉

　155件の芸術文化活動を認定し、これに対し752社（個人を含む）から総額5億1，566万円の寄付が

同協議会を通じ・て行われました。

※助成認定率業に関する問い合わせ先1社団法人企業メセナ協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒100・0006　東京都千代田区有楽町2－5－1有楽町マリオシビル13階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03－3213－3397

全国メセナネットワーク

　　　　　　　　　　　　（座長：宮地良彦　（社〕松本芸術文化協会会長〕

　近年、企業のメセナ活動は、大音聾市・大企業中心から地方、中小企一業へと広がり．をみせており、

これに対して、地域レベルのメセナ組織を結成する動きが見られるようになってきています。

　このような地域メセナ組織の情報交換と相互協力を進めるため、平成8年一3月に全国メセナ組

織連絡会が発足、平成10年9月全国メセナネットワークとして組織化されました。．現在、16団体

が加盟しています。
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助成型財団による支援

　民間企業が基本財産を出えんし、さまざまな芸術文化活動に対し助成を行う財国（助成型財団）

が近年増えています。

　これら相互の連携と．国や関係機関との協加こより助成事業の一層の充実．を図るため、昭和63年

に芸術文化助成財団協議会が設立されて．います。現在、23法人が加盟しています。

，　　｝　珂　＝■呵■冊　、1

　　　名称儲立年月二目）一

o財〕サントリー音楽財団

@　　　　　　　（S45．1．10〕。

　　・代表者

掾@事　長

@　　堤　　　剛

幸な助成分野

音楽

　　　羊奉助成対壊

鼬�堰A出版

平成11年廣助成案頓

@　　　　679万円

（財）日本交響楽振興財団

@　　　　　　　（S4島．3．30）

会　　　長

@　　福原義蕃
音楽（オーケストラ〕 公演 演奏会開催による助成

＝財〕ソ＿一音楽芸術振興会

@　　　　　　　1S52－4．20〕。

理　訴　長

@　　大賀　真娃
音楽1クラ・シック〕 公演 演奏会開催による助成

（財〕鹿島美術財団

｛S57．11．16）

会　　　長

@　　魔島　昭一
美術 調査研究、出版、国際交流 6，909万円

玉財）沖永文化振興財団

@　　　　　　　（S60．2．1〕
理事長
@　　沖永　荘一

地域文化（民俗芸能〕 公演、保存伝習事業 300万円

｛財〕セゾン文化財団

@　　　　　　　（S章2．7．13）

理　事　長

@　　堤　　溝＝
現代強劇、現代舞踊 公演、出版、国際交流 ・9，643万円

｛財〕二亜信託芸術文化財団

@　　　　　　　くS62．12．10〕

理　萌　長

@　　林　　　宏

音楽（オーケストラ、

Iペラ〕、作曲家団体
公演、音楽祭、海外公演 6，OOO万円

＝財）アフィ＝ス文化財団

@　　　　　　　（S63．3．31〕

理　乖　長

@　　長岡　　實
音楽（オーケストラ〕

公演、音楽祭、音楽家養成

C外派搬
7，645万円

｛財〕二井海上文化財団

@　　　　　　　（S63．10．畠1〕

理　垂　長

@　　松方　　廊
音楽、郷土芸能

公演、国際交流（アマチュ

A団体〕
5，439万円

（財〕アサヒビール芸術文化財団

@　　　　　　　（H1．3，31）

理　凄　長

@　　瀬戸　雄三
美術、音楽

展覧会、公演、留学生スカ

堰[シップ
3一旦岳O万円

㈱）東澤信託文化財団

@　　　　　　　（H1．11．28）

理　韮　長

@　　池永　保夫

地域文化倍楽、演劇、

`統芸能、笑術〕
公演、展覧会 2’500万円

（財〕五麟ヨ念文化財団

@　　　　　　　1H2．3－16〕

理　華　畏

@　　横田　二郎
美術≒音楽｛オペラ〕 新人研修、公演（オペラ） 4，453万円

㈱〕野村国際文化財団

@　　　　　　　くH2．5．22）

理　事　長

@　　氏家　純一
音楽、美術等 音楽、農覧会、新人育成 22，674万円

（財〕花ミE芸術・料学財団

@　　　　　　　（H2．10．8）

理　泰　長

@　　後藤　卓也

美術、音楽、科学技術

P平成9年度から〕

展覧会、公演、芸術・科学

Z術の研究
41310万円

（財〕ロームミュジックファニ・デーショ＝’

@　　　　　　　（H3．2．19）

理　萌　長

@　　佐藤研一郎
音楽

公演、国際卒流、調査研究、

ｧ学援助
12－3日日万円

（財〕ま田生命クオー」ティオプライフ文化聞団

@　　　　　　　｛H3．6．10）

理　珪　長

@　　矢島　雄次
音楽、伝統文化 人材育成 7，O日O万円

｛財）全国税理士共栄会文化財団

@　　　　　　　（H3．10．1〕

理　泰　長

@　　今野　和郎

地域文化｛舞台芸術、伝続

c…能、伝説工芸技術〕
公演、入場育成 600万円

1財〕よんでん文化振興財団

@　　　　　　　1H3．10．1）

理　事　長

@　　山本　　禰

四国地域の文化活醐

i美術、音楽〕
展覧会、公演 1，440万円

㈱朝日新聞文化財団

@　　　　　　　｛H4．5．1壇〕
理事長
@　　箱星　信一

音楽、葵術 公演、展覧会 2，260万円

（財〕ユニオン造形文化財団

@　　　　　　　（H6．5．24〕

理　亟　長

@　　立野　鈍三
空間1告形デザイン

明査研究、国際交流、若手

ﾌ在外研修
2，226万円

（財〕ローランド芸術文化振興財団

@　　　　　　　旧6．9．19〕

理　蓼　長一

@　　梯　郁太郎
電子芸術

電子技術在応用した芸術文

ｻ活動
550万円

｛財）エネルギア文化・スポーツ財団

@　　　　　　　（H6．10．7〕

理　奪　長

@　　多田　公願

中国地域の文化清蹄｛美術、

ｹ楽、伝鏡立化、スポーツ〕

公演、展示、保存・伝承、

Xポーツ振興
3，219万円

側〕新日勤文化財団

@　　　　　　　1H6．11．4）

理　箏　長

@　　干速　　晃
音楽僻楽、邦楽〕 公演 1，723万円
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域における文化の振興　　　　ノ

　近年、心の豊さを求める国民の意識が高まる

なか、人生に愉しみと潤いをもたらすものとし

て、文化に対する関心がますます高まっていま

す。こうした機運を甘景として、文化庁では優

れた芸術文化に身近に接することができ、地域

に根づいた芸術文化活動が活発に行われるよう

にするため、個性豊かな芸術文化の振興、文化

の国際交流の促進、文化を支える人材の育成な

ど、地域における芸術文化の振興、蓄稚や発信

をイ足進しています。

　さらに、文化は豊かな人間性を育むものであ

るとともに、人と人との心のつながりや相互に

理解し、j尊重しあう土壌を提供するものである

ことから、地域や学校教育の場において、子ど

もたちが優れた芸術文化や伝統文化に接し、文

化活動に参加できるような機会を拡充します。

施　　　策 概　　　要 平成13年度予算額

（1〕地域における芸術文化活動の活性

化支援

地域芸術文化活性化訴葬
日本芸術文化振興会を通じて、地域において文化によるまち 13億4，249万円

（文化のまちづ一くり事業〕 づくりの推進のために実施する芸術文化活動を総合的に支援

（2）地域における伝統文化め継承・発 日本芸術文化振興会を通じ一で、拠点地域における伝統文化 17億6，047万円

展の支援
の継承・発展を推進するための地域伝統文化伝承本業やそめ

ふるさと文化再興亜紫 映像記録の作成等の事業を支援

（3〕公立文化施設の活性化史纏

公立文化会館活性化率糞
3億9，951万円

①芸術文化総合体障奉業． 優れた舞台芸術の鑑賞と日頃接することのない公演の舞台裏 6億3，283万円

を見学させるなど、霧台芸術をまるごと体験させる機会を提供

②芸術情報プラザ 公立文化会館が自らの企画により優．れた舞台芸術の鑑賞機 2億1，668万円

会を提供できるよう、芸術文化に関する情報提供を実施
※一

③芸術文化活動支援貝の設置 公立文化会館に芸術監督等の専門家を派遣し、公立文化会

館における創造活動を支援

（4〕学校の文化部活動の活性化支援

学校の文化部活動活性化蕃糞 7億31万円

①芸術文化ふれあい教室 ；≡…術団体を小・中・高等学校の体育館に派遣し公演を行い 6億5，026万円

鑑賞機会を提供。併せて芸術団体による窮前の≡……技指導、鑑

萄指導、児童・生徒との共演、文化部の指連を実施

②文化部活酬冒導者派遣 地域の伝統文化の担い手や地域の芸術文化団体の指導者を 5．O05万円

学校の文化部に派遣し指壇を実施

（5）国民の芸術文化活動への参加奨励．

国民文化交流の推進

①国民文化祭 国民一般が行っている各種の文化活動を全国的な規模で一 2億1，150万円

堂に集め、相互に共演、交流、発表する場・として都道府県と

の共催により開催

②全團高等学校総合文化祭 高等学校における芸術文化活動の振興に資することを目的一 2，964万円

とし．て、高校生の文化活動の全国的な発表の場として、｛牡〕全

国高等学校文化連盟、都道府県との共催により開催

（6〕芸術団体等の活動基盤の整備

芸術団体等の活動基盤整備衷業 芸術団体及ぴ伝統文化保存団体の活動基盤の整備に対する 9億9，614万円

支援を実施

擁『芸術文化活動支援員の設置」分を含む．。
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区域魏難産姦姦姦1籔護遜姦藪董董懸醸嚢襲

　あらゆる人が・心豊かな質の高い生活を送る

ためには、精神的な満足感をもたらす文化的な

要素がかつてなく重要になってきています。

　そのため、誰もが生涯にわたって文化を享受

し文化活動に参加することを通じて楽しく生き

がいを持って生活できるよう、日本芸術文化振

興会に対する補助金により、地域における芸術

文化活動を総合的に支援し、地域文化の活性化

を図る酊地域芸術文化活性化事業（文化のまち

づくり事業）』を実施します。

　『地域芸術文化活性化事莱（文化のまちづくり召礫．）』では、文化のまちづくりを目的とし

た中・長期的な見通し又は計画のもとで行われる、次のような事業を支援します。

（1）地域の歴史や伝承、伝統的芸能や文。化財等を背景に地域の一特色一を活かし、地域に根ざ

　　　した芸術・文化を創造するため一の活動で多数の地域住民の参加一を得て行うフォーラム、

　　　フェスティバル、シンポジウム、公。演、展一宗一、コンクール等

（2〕国内外の一芸術家が、創作・活動を行う．ために、ある地域に一定期間滞在する中で行われ

　　　るワークショップ等を通じて地域住民と交流する活動

（3〕地域の子どもたちによる舞台芸術活動及び美術体験活動

（4）地域の文化会館等により創作された舞台芸術を他の地域の文化会館等との交流により

　　　レベIルアップを図。る活動

r澱と音のシンフ者二一推進事瑛j

町民音楽祭「大山小学校金管バンド」
1佐賀県西松浦郡西有田町）

丁町民ミュージカル苗」造司；藁」

町民ミュージカル「イチイの故郷」
（．鳥取県日野郡日南町）

〈募集及び審査の手続き〉

　14頁の芸術文化振興基金のく募集及び審査の手続き）と同様の方法により行われます。

撫『地域芸術文化活性化事業（文化のまちづくり事業）』の詳細については、下記までお問い合わせください。

　　間い合わ世先：日本芸術文化振興会　基金部

　　　　　　　　〒102－0092　東京都千代田区隼町4－1　TEL　03・3265・741r（作表〕
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　　　∴まミ顕繕議費

　1昨今の過疎化、都市化、急速な少子化・高齢

化の進行、生活様式の変化により、地域におけ

る個性豊かな祭礼行班、民俗芸能、伝統工芸等

の伝統文化は消滅の危機にさらされています。

　このため、地域において守り伝えられてきた

伝統文化の継承・発展を図り、一体的・総合的

な保存・活用を進める必要があります。

「ふるさと文化再興事業」は、地域の伝統文化

の継承・発展のためのマスタープランの策定友

びこれに基づいて実施される地域文化伝承事業

や映像記録の作成等の事業を支援し、地域の活

性化を図る事莱です。

『ふるさと文化再興事業』では、次のような事業を行います。

○地域伝続文化活性化マスタープラン｛仮称）の研究・策定

　文化庁は、都道府県に対し、地域の伝統文化の継承・発展のため。の総合的な取り組みに関

する研究を委嘱します．。都道府県は、「拠点地域」を・選定．し、当該地域における市町村や伝

統文化保存団体と連携協力して「地域伝統文化活性化マスタープラン（仮称）」の研究・策定

　を行います。

○マスタープラン1こ基づく地域伝続文化伝承事業等の支援

　拠点地域にお一ける伝統文化保存団体等は、「マスークープラン」に基づき、伝統文化伝承の

ため．の発表会・体験学習め場の提供、伝承者の育成、祭り。の用具の修理等の地域伝統文化伝

承事業やその映像記録の作成等の事業を実施・します・。

　文化庁は、地域伝統文化伝承事業等を実施するた一めに必要な経費を全額支援します。
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堕1》鐘載渥醸嚢姦懸嚢婆一

　全国的に調和のとれた芸術文化の発展を図る

ためには、各地域における人々の芸術文化への

意識の高まりに応え、優れた舞台芸術を地域文

化の拠点において直接鑑賞できるようにすると

ともに、それぞれの地域の風土を活かした舞台

芸術の創造を目指して、地域における芸術文化

活動の活性化と定着化を計画的に進めるため

「芸術文化総合体験事・業」と「芸術情報ブラザ」

事業を『公立文化会館活性化事業』として実施

します。

　また、地方公共団体や公立文化施設に対して

情報提供などを行うため、「地域情報システム」

の整備を進めています。

　　　，　　白1≡看’ミ’

　子ども・青少年に優れた舞台芸術の鑑賞と日

頃接することのない公演の舞台裏を見学させる

など、舞台芸術をまるごと体験させることによ

り、子ども・青少年のゆとりある心と豊一がな感

性を引き出します。また、親子で参加すること

により会話のある親子のコミュニケーシーヨンの

充実を図ります。

　「芸術文化総合体験事業」では、次のような

事業を実施します。

○優れた舞台芸術の公演を実施

　　　専門家による事前の鑑賞指導と舞台芸術の鑑賞を実施

　　　公演種一目（10種目）1歌舞伎、能楽、文楽、演劇、音楽劇、オーケストラ、合唱、

　　　　　　　　　　　　オペラ、洋舞、．邦舞

○芸術団体1こよるワークーショップの開催

　　　公演にあわせて専門家による実演指導や鑑賞指導などのワークシ目ツブを実施

○バックステージツアー等の開催

　　　公演にあわせて日．頃接することの一ない公演の舞台裏の見学などを実施

　一。一，　　　＿。，
　　　　　一　　一I

　地方公共団体や公立文化施設が文化に関する

施策の立案や公演事業を企画するために必要な

情報を提供するとともに、芸術団体と公立文化

会館の相互で芸術文化情報の交流を促進するた

め、「地域文化．1曹報システム」の整備を進めて

います。

　本システムは、平成12年度からインターネット

による「地域文化情報ネット」として開設してお

り・広く一般の方でも閲覧できるようになってい
ます。

　地域文化情報ネットアドレス

　httpノノ仁h訟ibunk乱gojp／

概念図については54頁に掲司黄してい・ます。

」」
■」
」」

磨：＝＝。㎜欄　　　」圏
匡＝＝＝副㎜唖＝ヨ

E＝＝＝＝＝㎜㎜脇国一一．

匡＝＝＝＝＝：＝晒巨雪

融腕ポ1地域文1瞬艮榊ト
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　芸術情報プラザは、芸術家・芸術団体の公演

備報資料の作成など情報提供の実施、アートフ

ェア（舞台芸術見本市）の開催のほか、各地域

の公立文化会館が企画する自主的な舞台芸術公

演に1珊して的確なアドバイスを行えるアドバイ

ザーの設置や、アートマネージメント及び技術

に関する1職員の資質を向上させるための研修な

ど地域における芸術文化活動の支援を行ってい

ます。

芸術情報プラザの主草活動

●プラザネリトの通営
パソコンヨ亜循ネットワーク「芸術

情報プラザネット」在迅酋し、円
弄十な｛両皇置交ヰ重をキ〒う・

●慣覇饒の晃行
公立文化施殴に閲する描々な情報、

芸術家や芸術団体の赤ットな悩朝
等在鍋醐した悩報誌壱発行。

口≠

　　　P＾＾、P一一1－1≡τ

●員料コーナー
芸術壕や芸術団体のチラシ、パン
フレットなどの資料の展示。

＾DV1籠

　　　VlDE0

●ビデオ1こよる公演欄覇

芸術家や芸術団体による具俸的な
公堀内容のビデオの閲覧．ビデオ
制作。

　　　＾Rτ式　　　‘＾lR

●ア．トフェア傾台芸術見本市〕
文化施駿と芸術家や芸術団体が面

接情報交換を行うことができるア
ートフェア帳台芸術．見本市〕の
開催。

○アドバイザーの盟固

耳門的な知識車措つアドバイザリ
ースタッフ症ブラザ内に固さ、相
談に応じて、晒切なアドバイス老
実施。

●公演企画。支蝿
公瓶企画がよ一』スムーズに行える
よう仲介や支掘在。棄施．

　芸術楠鋼プラザ
　〒163．14目9　東京都新宿区西新宿3－20・2　東京オペラシティタワー11F｛私書箱2572〕

　TEL　d3－5353．0321　F＾X03－5353・0322　開設時間　＾M1O：OO山PM4：dO（土・日・祝日は休業〕

　ht喰．；’仰ww1e－m日日h．ne，jp’plaz帥8ソkou’訂一p，mm

公立文化会館に芸術文化活動の企画、マネー　　　動支援員」として派遣し、公立文化会館におけ

ジメント、芸一術監督等の専門家を「芸術文化活　　　る創造活動を支援します。
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　学校の部活動や総合的な学習の1時間等を活用

して芸術文化・伝統文化に関する体験やふれあ

う機会の充実を図るとともに、文化部活動の充

実のために指塔者の派遣を行うことにより、文

化部活鋤の活性化による心娃かな教育の・再興に

資するため、「芸術文化ふれあい教室」と「文

化部活動指導者派遣」を『学校の文化部活動活

性化事業』として実施します。

　　　▼　　　　　．・　　＝1ヨ

　児童・生徒の芸術を撃好する心を育て、豊か

な心を育むため、優れた舞台芸術の公演実繊を

有する芸術団体を小・中・高等学校の体育館等

に派遣しワークショップと公滅を行うととも
に、文イビ部活動の指導や芸術団体と児童・生徒

との共演をあわせて行います。

「芸術文化ふれあい教室」では、次のような事菜を行います。

○一優れた繋台芸術の公演

　　舞台芸術の鑑賞と芸術団体と児童・生徒の共演を実施

　　公演種。目｛7種。目〕1合唱一、オー一ケストラ、邦楽、音楽劇、演劇、舞踊、文楽

○芸術団体によるワークショップ

　　公演の開催にあたって、事前に専門家に．よる共演のための実演指導や鑑賞指導を実施

○芸術一c体による学校の文化部活動の指導

　　ワークショップや公演にあわせて文化部活動の指・導を実施

音楽劇公演　藤原歌劇団『カルメン」

F・

「　　　　　　　　　　　　　　　　．1
　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　一川

オーケストラ公演東京シディフィルバーモ＝・ソク管弦楽団

　，　　剖　■壷　＝］呈…　　…

　地域の伝統文化の担い手や地域の芸術家や芸

術団体の指導者を小・中・高等学校へ派遣し、

文化部活動の指導を行います。
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　国民文化祭は、国民の芸術文化活動への参加

意欲に応えるとともに、芸術文化活動の水準を

○開催県及び開催予定県

高めるために開催している国民の文化の祭典で

す。

一回：年唐） 都道府県名 開・催　期一商 向一一・f年・摩〕一 蔀道府県名． 一蘭。催．一期間

第1回｛S61〕 東京都 61．11．22川12．1 第13回（H1O〕 大分県 10．10．17山10．26

第2回1S62〕 熊本県 62．10．2－10．11 第14回（H11） 岐阜県 11．10．23山11．3

篇3・回（S眉3〕 兵匝県 63．10．22山11．3 第15回（H12〕 広島県 12．11．3山11．12

第4回（H元〕 埼玉県 元、11．2－11．r2 第1．6回1H13〕 群馬県 13．11．3山11．11

第5回くH2） 愛媛県 2．10．19山10，23 第17回（H14〕 鳥取県 14．10．12～11．4

萬6回（一ヨ） 千葉県 3．11．16－112ヨ 第1日回（H1…〕 山形県 15．10．4山10．13

第7回（Hザ〕 石川県 4．10．24山11．3 第19回｛H1．6〕 福岡県 未　　　　定

第8回（H5〕 岩手県 5．10．日一10．17 第20日〔H17） 福井県 未　　　　定

第9回くH6〕 三亜県 6．10．22川10．30 第皇1回｛H18〕 山口県 未　　　　定

・第10回（H7） 栃木・県 7．10．27］11．5 第22回1H19） 徳島県 未　　　　定

第11回｛H日〕 衛山県 目．　9，28山10．7 第23回（H20〕 茨城県 未　　　　走

第1星回（H91〕 香川県 9．10．25－11．3

　＾国≡　　　　≡一　”

　全国高等学校総合文化祭は、高校生の創造活

動の向上と相互の交流を深めることをねらいと

○開催県及び開催予定県，

して、芸術文化活動の発表を行う高校生の文化

の祭典です。

一回一1亡一年1－I度一｝ 蔀遙府1県箸 協循・期＝一一一・南’ 一可一 蝿齡N・摩1）．一一一 1翻描府一県名． 1開催・鯛
間．

第15回（H3〕 香川県 3．3．1山目．4 第23回（H11〕 山形県 11．7．30川8．3

第16回｛H4〕一 沖縄県 4，　日．3山日．目 第24回（H12） 静岡県 ｛2．8．5～3．9

第17回1H5） 埼玉県 5．8．4川目．8 第25回1H13〕 福岡県 13．3．3～日．7

第13回｛H6〕 愛掘県 6，目．4川日一目 第26回1H14〕 神奈川県 14．8．7－8．11

第19回1H7） 新潟県 7．　8．一一B．日 第27回（H15） 福井県 未 定

第20回（一目〕 北辣適 3．　目．6～目．10 第2目回1H16〕 穂島県 未 定

第21回｛H9） 秦良県． 9．　8．7山8．11 第29回1H17） 青森県 未 定

第22回（H1O〕一 鳥理県 10．8．7一目．11
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軽璽二……麺藪奏蓑嚢萎餐璽嚢簸藪一

　芸術団体及び伝統文化保存団体の活動基盤の

整備に対する支援を行うため、都道府県に補助

金を交付する『芸術団体等の活動基盤整備事業』

を実施します。

『芸術団体等の活動基盤整備事業』では、次のような事業を支。接します。

①芸術団体の創造活動の向上、伝続文化の保存伝承．

　・芸。術団体がより水準の高い公演を行うため1の外部の指揮者・一演出家・演奏家等の招へいなど

　・伝統文イーヒ保存団体が実施する保存伝承事業への外部指導者の招へいなど

㊨資料整備

　・オーケスト・ラの楽譜や楽器、舞台芸術に関する資料の整備など

　・伝承用映像言己録等の一製作、太鼓・山車などの伝統芸能用具等の整備など

③練習拠点の確保

　芸術団体、伝統文化保存団体の練習場、稽古場一の借料な・ど

◆［補助金の概要コ

国（文化庁）

補助金中講 補助金交付

※補助金により，次の事業の事業費を補助します口

①都道府県が直接実施する事業

②芸術団体等が行う事業に対して都道府県が

　補助を行う事業

都道府県（補助事業者）

補助全中講 補助金交付

①都道府県が直接実施する事業

②芸術団体、伝統文化保存団体等
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　近年、我が国では美術に対する人々の関心が

高まり、美術鏑が±曽加するとともに、美術館を

訪れる人の数も増加しています。しかし、国内

には優れた美術品が数多く存在すると思われま

すが、それらがすべて美術館において一般に公

開されているわけではなく、必ずしも十分に活

用されないままになっていると考えられます。

　このような状況を踏まえ、平成10年12月に施

登録美術品陳列風景　東京国立近代美術館常設展にて

行きれた「美術品の美術館における公開の促進

に1掲する法律」に基づき、登録美術品制度が発

足しました。本制度は、個人や法人が所有する

優れた美術品を葦録して、美術館で公開するこ

とにより、国民が優れた美術品を鑑賞する機会

を拡大することを目的としています。これまで

11点の美術品が登録され（平成13年3月末現

在〕、それぞれ美術館で公開されています。
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　　く登録美術品公開までの流れ〉

　　　美術品所有者から文化庁に中講

　　　　　　　　　↓

　　　　　　　文化庁の審査

文化庁長官が、美術品に関し広く高い識見を

有する者の意見を参考に、．登録の可否を決定

　　　　　　　　　↓

登録美術品．の所有者一と美術館の間で公開契約

の締結一

　　　　　　　　　↓

　　　　　　登録葵一価晶の公開

　　（国民の美術品を鑑賞する機会の拡大）

「聖ステパノの遇骸を抱え起こす弟子たち」

ウジェーヌ・ドラクロワ作　絵画
（茨城県近代美術館において公開）

　　　　　く登録美術品の特色〉

●登録されても所有権は移転しない。

●美術館において専門家の手により安全か

　つ適切に管翠され、5年以上にわたって

　計画的に公開される。

●相続税を納税する際、登鐸美術品による

　物納を希望する場合は、一般め美術品に

　比べて物納することが容易になっている。

　（相続税の物納の特例措置〕

＾I x　　＾’　　’

●国立博物館・美術館巡回展

　国民が優れた美術作1品や文化財を身近に鑑賞できるよう、国立・1尊物館・美術館が所蔵する優

れた美術作品等によって構成した巡回展を1粥催します。

・二点

∴運㌧
　　　　　挽
　　　　7
　　　　　／三」
u＝L■一‘一L．、L一一’J

一一 D■｛升

平成r1年度 国立博物館・美術館巡回展　長野県辰里芋美術館
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　文化会館の1職員や美術鏑・I博物館の学芸員な

ど芸術文化に携わる職員の資質・能力の向上を図

るため、次のような研修を行っています。又、

地域における芸術文化活動を振興するため・都

道府県が行う芸術文化事莱に対して専門分野の

指導者を派遣しています。

廟修名 主　催　者 期一　　間． 対象・人数 内　　　容

全国公立文化施設 （社一〕全国公立 3日間 全国の公立文化会館 公演の企画・運営等アートマネー

アートマネージメ 文化施設協会 の管理運営担当職員 ジメントに関する研修

シトー研修会

ブロック別公立文 ．（社〕全国公立 2～3日間 各ブロックの公立文 公演の企画・運営等アートマネージ

化施設アートマネ 文化施設協会 化会館に勤務する経 メントに関する基礎的研修

一ジメント研修会 各地区公立文 験年数3年未満の管

化施言糞協議会 理運営担当職員

全国公立文化施設 （社）全自公立 3日間 全国の公立文化会館 照明、音響、舞台機構等舞台技術

技術職員研修会 文化施設協会 に勤務する舞台技術 に関する研修

担当の中堅職員

ブロック塙一」公立文 （社）全国公立 2～3日間 各・ブロりクの公立文 照明、音響、舞台機構等舞台技術

化施設・技術職員研 文化施設協会 化会館に勤務する経 に蘭する基礎的研修

修会 各地区公立文 験年数3年未満の舞

化施設協議会 台技術担当職員

キューレーター案 独立行政法人 2ヶ月一以上 公私立博物館、美術 独立行政法人国立美術館・博物館、

務研修 国立博物館・ 館の人文系の学芸担 文化財研究所、大学・の協力により、

独立行」政法人 当職員等で、勤務経 公私立博物館・美術館の学芸担当職

国立美術館 験が原則として5年 員の資質を向上し、専門性を高める

以上の者 ための研修

文化庁キューレー ．文化庁 5日間X2 公私立博物館、美術

ター中級研修 館の学芸員等

歴史民俗資料館等 文化庁 5日間X2 歴史民俗資料館・ 歴史資料、考古資料、民俗資料等の

専門職員研修 国立歴史民俗 博物館等の専門職． 調査、収集、保存、公開等に関する

博物館 貫で実務経験5年未 必要な専門的知識・、技能の研修

満の者
50名程度・

指定文化財（。美術 文化庁 5日間×2 指定文化財I（美術工 有形文化財｛美術工芸品）の公開に

工芸品〕企画・農 芸品）を公開する博 関わる専門的知識、技能の研修

示セミナー 物館等の学芸担当者

50都星度

博物館・美術館等 東京支化財研 10日間 国公私立博物館、美 文化財保存に関する基礎的な知識及

保存担当学芸員研 究所・ 術館等の学芸員で保 ぴ技術についての講義・実習

修 存部門の担当者

20名程度

埋蔵文化財発掘抜 奈良文化財研 研修・課程こ＝ 地方公共団体の埋蔵 埋蔵文化財の発掘調査に必要な一般

術者研修 究所 と．にそれぞれ 文化財担当職員等 及び専門知識と技術に関する研修

異なる 計320名程度
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　文化財は、我が国の歴史や文化を正しく理解

するためになくてはならないものであると同1時

に、将来の文化の向上発展の基礎となるもので

あり、このような国民的財産である文化財の適

切な保存・活用を図ることは大変重要なことで

す。

　このため、国は、文化財保護法に基づき、文

化財のうち重要なものを指定・選定し、現状変

更、修理、輸出などに一定の制限を課す一方、

有形の文化賜I（美術工芸品、建造物、民俗資料）

国宝「木造弘法大師坐像」（教上麺国寺所有）

文化財の保存と活用

については保存修理、1防災、賃上げ等により、

また、無・形の文化財（芸能、工芸技術、風俗慣

習、民俗芸能）については伝承者養成や記録作

成等に対して助成するな・ど、保存と活用のため

に必要な様々な樹置を講じています。

　また、平成8年度には、文化財保護制．度を一

層充実させるため、文化賜一保護法を改正し、従

来の指定制度に加え、新たに文化財登録制度を

導入しました。

。く＼二㌣．こ！一＝1・
・．ζ；：二1．．．．．．＿よ一　　　　　．・，一・

　　　　　　　1　・・グ
　　　　　　　一，4・・ノ

　　　・し

ハ　、1’」

＼、二こ＿

重要文化財「序の舞」（東京芸術大学保管）
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禰）獺【1ア鰯岨．副醸；蛾．

文化財

有形文化財　　　（指定〕

（重要なもの）

」重要文化財二　　　　（指定）

く特に価値の高いもの）

護鰹晶〕絵画、彫刻、工芸品、舗・脇古文執考古資料・歴史資料

　　　　　（登録〕
腱造物〕

無形文化財一　　（指定）

　〔演劇、音楽、工芸技術等〕

一民俗文化財一　　（指定

｛保存と活用が特に

坐窒蝉空〕．

　　（醸な」幸の…．

　重琴琴形文化早オ。。

　　　（重要なもの）

、．率1声1卿蒼辛岬二

　　　（重要杢も2〕

〔有形の民俗文化財ユ無形の尉谷文化財に用いられる衣服・親家具等

〔無形の民俗文化財〕衣食住・生業・信仰・年中行轄に関する風俗苛因習・民俗芸能

書己念物　　｛指定〕

1重要杢も2〕

　史　跡

僅要なもの）

　名．勝

（重要なもの〕

1、天然言己毒物．∴

｛指定）

｛指定）

（指定）

（笹…二重要な章？〕

　特別史跡1

｛特に重要なもの〕

躍勝鶏畿1藤1灘廓岳予
　〔動物、植物、地質鉱物〕

伝統的建造物群　｛市町村が決定）　傍存弊．．、．、

　〔宿場町、城下町、農漁村等〕

　　　　　　　　　　　　（保存の準を準必蟄あるもの）

文化卿呆存技術　（離〕1蝉飾技術一一」

　〔文化財の保存に必要な材料製作・修理・修復の技術等〕

｛選定〕

　帯別辮」

｛特に重要なもの〕

　　　　　一一一■一　　一一一　・■「

　．特別天然声高倉1切、

（価値が特に高いもの〕

1童婁伝続的建造1

耳κ

◇文化財の指定等件数

（平成13年2月1日現在〕

重要文化財 12，211 目 宝
（美術工芸品）

1．056

10，019 （美術工芸品） 847
（建 造　物 2，197 （建　造 物） 209

指
史跡名勝天然言己念物 2，731 特別史跡名麟天然記念物 171
（史 一跡）

1，460 （史 跡） 61
（名 勝） 311 （名 勝） 35
（天然記念物） 960 （天然記念物） 75

重要有形氏俗文化財 「96

重要無形民俗文化財 213
定

重要無形文化財
@（芸　　能）

個人） （個人以外）

34件（52人）
（コニ芸技術） 43件（53人〔521）

11件（総合認定）
13件（保持団体認定）

重要伝統的建造物君羊
・保存地区 57地区

選

一定

選定保存技術
（個人） （保存団体〕

41件（44人） 16件18団体〔16）

登
．録 登録有形異化財 ．2，112

潔選定保存技術の保存団体には重複認定があり、（〕内の数は集団体数を示す。
※重要無形文化財（工芸技術〕には2分野の重要無形文化財の保持者に認定されている者がおり、〔〕内の
　数は実人数を亦す。

◆重要無形文化財の保持者

（平成r3年2月1日現在〕

種 ．類 個 人 団 体

世一ｼ 能一 雅 楽 ○件。人 1件1団体能 楽 7 9 1 1

文 楽 3 7 1 1

歌舞伎
5 9 1 1

組 踊 o o 1 1

土
日 楽 16 22 6 6

舞 踊 2 3 O o

演 芸
固

1 2
． O O

小 言十 34 52 11 11

工芸技術」 陶 若武

13件13人 3件．3団体
染 職 14 16 6 6

漆 世
西

5 6 1 1

金 工
6 10 o 0

木竹工
・2 5 o O

人 形
1 1 O o

掻 鍍
1 1 O o

手漉和紙
1 1 3 3

小I計
43 53 13 13

合 計 77 105
24件24団体

一

（注〕無形文化財のうち重要なものが重要無形文化財に指定され、これらの技を高度に体現しているものが保
　　持者又は保持団体に認定されている。このうち個人の保持者は『人間国宝」と一般的に呼ばれてい一る。
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1函館市元町末広町腱町　北海道）

2　弘前命仲町ぽ家印脅森〕
3　角館町角館｛。武家町　秋田〕

4下郷町大内面1宿埋町　福劉

5　川越市川越（商家町抽玉〕

6佐原市佐願儒家町　千剰
7　小木町宿根木（港町　新潮

一日　高岡市山町筋傭家町　宮山〕

9　平杓相倉（山村典藩　窩山〕

10　上平村種酒仙村填藩　窩山〕

上中町鰯川窩（宿埋町福井〕

早川町赤沢㈱中宿　山梨）

東部町海野宿〔宿場町　長野〕

南木曽囲腰肺宿傭場町　長野〕

描川村奈良井く宿場町　長野〕

白馬村習鬼‘山村葉藩　長野）

高山布三町｛商家町　岐阜）

美澱市美漉町｛商家町　岐阜〕

19　岩村町岩約本通り｛商家町　岐阜〕
20

21

22

23

24

25

26

27

2日京都市鰻蝿鳥居本｛門前町　京都〕

29　美山町北（山朽葉藩　京都）

　　　　　　　　　　　　i

8　　　　　　　　　　　一．．．■　　　　　　　　　　　I　　　　　　3日．仙｛
　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　、　’　　37
　　　　　　　　　一　　　’　，　　　　　　　　　・・一　　　　　■．　一・
　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　■3目

38
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30高田林市官田林｛寺内町　大阪〕

31神戸市北野町山本揃｛港町　兵歴）

32佃原市今井町（寺内町　奈良〕

3章　倉吉市町吹玉11」傭家町　蔦頸〕

34　大田市大義銀山（鉱山町　島根）

35．倉敷市倉渡川畔｛商家町　岡山）

36成羽町吹屋1鉱山町　岡山〕

37竹原市竹原地区傲垣町　広島〕

3日　豊町御手洗（港町　広昆〕

3日　萩市堀内地区（武家町　山口〕

一〇一萩市平安古地区僚家町　山口）

41柳井市古市金屋（商家町　山口〕

42　脇町南町俺家町　徳劇
43　丸舵市塩飽本島町笠葛港町　香川）

44　内子町八日市誕国㈱蝋町　愛媛〕

45室戸市吉良川町（在郷町　高知〕

蝸　甘木市秋月㈱下町　福岡〕

47吉井町筑後吉井｛在郷町　福岡〕　　　　　　　1

　　有田町有田内山倒磁町　佐賀〕

　　長崎市東山手罐町　長崎）

　　長崎市南山手幡町　長崎）　　　　　　　　．皇。．

　　日南市厩肥（武象町　宮崎〕　　　　　　　　■

　　日向市美々津1港町　宮崎〕

　　椎葉村十’良川（山村葉落　宮崎〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　、　　出水市出水謹く武家町　鹿児毘）　　　　　　■

　　知距町知覧．（武家町　鹿児島〕

　　疲名喜村渡名書見｛農村襲藩　沖細〕　　　一千．
57竹富町竹密昆僻村典…喜　沖縄）　　　　　へ寸土I；一一

3日
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　近年、近代を中心とした多様かつ大量の文化

財について、その歴史的重要性の認識が高まる

とともに、開発の進展、生活様式の変化等によ

り、これらの文化財が社会的評価を受ける間も

なく、消滅の危機にさらされている状況にあり

ます。

　国民の貴重な財産である文化財を幅広く後世

に引き継いていくためには、文化財の保護手法

◇文化財登録制度の概要

11〕登録まで

所

・（事前相談・同意）…

関係地方
公共団体

有

の多様化を図り、文化財保護制度の充実を図る

必要があります。

　このため、平成8年6月に文化財保護法の

一部を改正し、国及び地方公共団体の文化財

指定制度を補完する制度として、届出制と指

導・助言・勧告を基本・とした緩やかな保護措

置を論ずる文化財登録制度を建造物について

導入しました。

者

①登録についての意見照会

②登録についての意見

⑥登録の通知、登録証の交付

文作応関連学会等に．よる調李．・宍転φ担牽1

文部科学大臣
③諮問　　　　　　　　　④答申

（2）登録後

登

録
有

形

文

化

財

の

所

有

者

文　　化　　脅　　奪　　会

．φ‡作財．．軍録原一意．に登一録一

⑥官報．に告示．．

現状変更の届出｛30日前）

指導　・助言・ 勧告

・所有者等の変更、滅失・
き損等の届出・・（事後）．・

公開、管理・修理に
関する指導・助」言

現状等の。報告を求める．

く支援措置）

・改修のための設計監理費1∫2補助

・固定資産税（家渥について1’2以内の軽減）

・地価税（1’2の軽減〕

・日本政策投資銀行の低利融資

文

化

長
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鰯鰯麗醸薮藪簸置二11二…

　近年における辛1＝会経済情勢の変化に伴い、歴

史的な評価が定まらず鎖壊の危機にある近代の

文化遺産の適切な保護を図るために、平成6年

9月から、近代の文化遺産の保存と活用のあり

方に．ついて調査研究を行い、平成8年7月には

保護のあり方及び保護を進める上での重点課題

がまとまりました。

　これを受け、従来の指定基準を改め、指定の

促進を図るとともに、全国的な所在調査を行う

など、近代の文化遺産の保護を行っています。

、肥 一
：

亜婆文化財「横利根関門」（茨城県稲敷郵東町）一｛提供：国土交通省〕

40

垂寮文化財「本庄水源地堰堤水道施設」｛広島県呉市）

　世界遺産条約は、地球」二に存在する様々な文

化遺産、自然遺産を世界の全ての人にとってか

けがえのない遺産として保護していこうとする

考えから、昭和47年にユネスコ総会で採択され

ました。平成ユ3年剖月現在162か国が締緒してお

り、日本は平成44i…に締隷しています。本年は、

フィンランドのヘルシンキにてI1上界逝塵委員会・

が開催される予定です』

　世界遺’産委員会では、’1上界各国からの推膿に基

づき、顕著な普遍的価値を有する遺産を世界遺遊

に登録していま九世界遺産リストを作成してい

ます。日本からは文化遺産9件、自然遺産2件の

合計u件が此界遺産に一登録されています。

世界遺産一覧表1こ登録されているもの〔平成13年4月現在）

［文化遺産〕O法隆寺地域の仏教建造物

　　　　　Q白川郷・五箇山一の合・掌造り集落

　　　　　○古都奈良の文化財

〔自然遺産〕○屋久島　　○一白袖山地

○姫路城

Q原爆ドーム
◎自光一の社寺

○古都京都の文化財鰯市、鞘市，構市〕

○厳島神社

○琉球ヨ≡国のグスク及び関連通産群

r原爆トム」

「白川郷・五箇山の合掌造り集落」

4∫



「琉球王国のグスク及び関連通産群」伸熾城跡〕

　　・．’・｝…≡霞蕾畿岳』、
’一

A撃汽姦嚢麦飛繁嚢

平成7年ユ月に発生した阪神・淡路大震災で

は、文化財も多数の被害を受けました・。文化庁

では、被害を受けた重要文化財である建造物等

の復旧等に全力で取り組み、大。きな被害を受け

た重要文化胴I建造物等85件すべての復旧工事が

完了しました。

　また、その被害状況にかんがみ、重要文化財

（建造物、美術工芸品）の耐震性能の向上や有効

な防災対策、災害発生時の安全対策について基

本的な指針や手引を策定しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　11｝

1一

阪神・淡路犬震災で被害を受け、平成10年ヨ月に復旧した重要文化財
『旧神戸居留±也十五番館」（兵庫県神戸市〕

このほか、文化財の保存と活用のために、文化庁では次のような様々な施策を実施しています。

施　策　　　　　概　一要　　　　平成・・年度予鰯’

（1）国宝’醸文化貝持の保全事業の促麟　　　　　　　　　　　10。億。、。。。万円

①建造物・美術］＝芸品 国有文イビ財の保存修理害に要する経費及び所有権又は管理団体等が

の保存修理等
68億3，側7万円

行う重要文化員オの保存修理、防災施設等の設置に対して補助

一②国宝一・重要文化財等

の寅上げ
国宝・重要文化財等の散逸を防止するため、国が直接購入 25億1，256万円

倒云統的建造物群の 市町村が行う重要伝統的建造物群保存地区（歴史的集落・町並み）

保存修理等
8億4，451万円

内の建造物等の保存修理、防災施設の設置等に対する補助

⑭伝統文化の活用促進 費璽な文化財の活用を図るため、公演事業や公開事業などを行う経費 4億6，211一怏~

（2）伝統芸能等の伝承
94億8，049万円

1①無形・良俗文化財 文化財の保存技術の後継者養成のための経費及ぴ無形文化財、民俗

伝承助成幸
1r憶6，425万円

文化財並びに文化財保存技術の伝承事業に対する補助

，：②日本芸術文化振興会 伝統芸能の公臥伝承者蓬成等を目的として、日本芸術文化振興会

運営費補助等
83億1，624万円

が設置する国立劇場の運営に要する経費の補助等。

（3）史跡等整備・活用
241億3．2早9万円

Φ史跡等公有化助成 史跡簿を開発から保存し、活用を図るため、地方公共団体が行う史 151億51543万円
跡等の公有化に対して捕動

②実跡等整備．・活用泰業一 史跡等について保存修風防災施設設置等の整備、及び公開活用面 48億81857万円
に重点を置いた「地方拠点史跡等総合整備事業」「歴史の道整備活用推

進事業」等に対する補助等

③埋蔵文化貝オ調査等の 開発車業と埋蔵文化財との調整を図るため、個人等が行う事業につ 40億8，829万円
先案 いて・地方公共団体が行う調査に対する補助及ぴ発掘調査・出土品等

の管理・展示学習機能等を備えた施設建設に対する補助

史跡「吉崎・次場遺跡」（石川県羽咋市〕復元された弥生時代の集落



■V」訴権寵あ繭要

　著作権制度は、文芸、音楽などの著作物の著

作者に対して、その人格的又は財産的利益の保

護を図るとともに、文化的所産たる著作物を

人々が適切に享受することにも配慮しつつ、文

化の発煙に寄与することを目的としています。

◆著作者の権利

害　　イ乍　物

。著一　　作　　者一

．著作者の権利の畢生

害仕権め保証・期、間

害作音の権利の内容

著作者の椛利

　文化庁では、近年の技術革新等による新しい

著作物利用字徴の発展、普及や、W1コPO（一阯界

知的所有権機関）等における国際的動向などに

対応して、逐次、時代に適合した著作権制度の

整備改善に努めています。

小説、音楽、美術、映画、コンピュータ・プログラム等

著作物・を創作した者

著作者の権利は、著作物を創作レた時点で発生する（無力弐主義）。

原則として、著作物め創作の時から著作者の死後50年間を。経過するまでの問

著作者人格栃
｛書作者の人格的

利益を保証する梱利〕

蕃．作　権㈱産柵
（著作者が著作物の利

用を許諾したり禁止す
看椎剰）

公　　表　　縮…未公義の著作物走公表するかどう。か

　　　　　　　等．を決定する権利

一氏名表示椛…著作物に著作者名の表示を付すかど
　　　　　　　うか、及びい．かなる表示在付すかζ

　　　　　　　うかを。決定する権利

同一性・保持桁…著作物の内容や題号を著作者の意

　　　　　　　に反して改変されない椎利

櫨　　製　　梅。・・著作物を印刷、写真、裡写、録音、

　　　　　　　録画その他の方法により有形的に爾

　　　　　　　製する権利

上親権及ぴ演奏推…著作物を公に上…賞し、強泰する権利

上映椎…著作物を公に上映する一樋利

公衆娑億椎害…著作物在公衆送信し｛送信可能化を
　　　　　　　含む〕、あるい一は公衆送信された春

　　　　　　　作物を公に伝達する桁利

口述紘…言竈の著作物を口頭で公に伝える．権
　　　　　　　利

展示椛…美術の著作物又は未発行の写真の書
　　　　　　　作物壱原作晶によリ公に展示・する梱

　　　　　　　利

頒　　布　　揮…映画の著作物を、そ一の襖製物により1

　　　　　　　頒布す碗莉

甑　　籏

貸　　与　　椛…映画の書作物を陰く著作物をそあ檀
　　　　　　　興物の貸与により公衆に提供する権利

翻訳椎，団察権等…著作物を罰訳レ、渥曲し、変形し、脚

　　　　　　　危し、映画化し、その他国寵する相利

二次的著作物の利・・禰訳物、翻案物などの二次的書作物

用に閲す葎権利　　を利用する権利

必

◆著作隣接権

著　作　隣　接　権

著作隣。接権の一発一生

著作隣接権の保護期間

著作物を公衆に伝達する者に与えられる権利

著作隣接権は、実演、放送、有線放送を行った時点及ぴレコードに音を収録
した時点で発生する（無方式正義〕。

実演・放送の行われたとき、レコードに音が収録され本ときから50年間

著作隣接権の内容（実鼠レコード・放嵐有線放送の利用荏許竈したり禁止する権利〕

実演家の権利

レコード製作者の権利

放送事葉者の権利

有線放送事業者の権利

　　　　　　　　　　　　録音権、録画権

　　　　　　　　　　　　放送権、有線放送緯

　　　　　　　　　　　　送信可能化権

　　　　　　　　　　　　諏緩権

　　　　　　　　　　　　貸与権〔レコード発売後1年間）

放送二次使用料を受ける権利

貸レコードについて報酬を受ける権利

く貸与働肖滅後残りの保籠期間）

　　　　　　　　　　　　複製権

　　　　　　　　　　　　送信可能化樋

　　　　　　　　　　　　譲渡権

　　　　　　　　　　　　食封籠（レコード発売後「年間〕

放送二次使用料を受ける権利

貸レコードについて報酬を受．ける権利

（貸与権消滅後残りの保藪期間〕

　　　　　　　　　　　　複製権

　　　　　　　　　　　　再放送権、有線放送権

　　　　　　　　　　　　テレビジーヨン放送の伝達権

　　　　　　　　　　　複製権
　　　　　　　　　　　放送梱、再有線放送権

　　　　　　　　　　　有線テレビジョン放。差の伝達権

　我が国の著作権法は、明治32年に制定され、

1昭和45年に全面改正されましたが、最近では、

レコードレンタル業の出現、コンピュータ・プ

ログラム、データベースなどの新しい保護対象

の出現海賊版対策の強化、デジタル方式の複

製などの技術革新などに伴う社会情勢の変化に

対応して、次のような著作権制度の改善を行っ

ています。

　　　　　　　　法　　　律　　　名
″K≡作桁捧φ一部を革正する言奉弾（昭頽串亭湊揮第46奉書）

改正の概要
貸与権の創設等

施　行

R0．1．1
著作描法の一部壱改正す看法律｛昭和60年法律第62号〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　■

搭�譁@あ一1部を改正す宕法律｛昭和61年法律舞64号〕・

コンピュータ・プログラムの書作権法上の保睡の明確化等

fータベースの著作権法上の保竈の明確化、有線送信に関する規定の壁臓、有線放送譲業者の保諏等

61．1，1

U2．1．1

＝著作権法の，部奉ま車す呑法律（萌和牽年法律革吻号～． 海賊版に関する規定の整備、著作隣接権の保護期間の延長等 63．11．21

審作権法の一部を改正する法律｛平成〕1＝年法律第柵号〕

1音f乍椛浅gr瀞を載車する法律（平成自年法律第6争号〕、

実演家保繭条約の繍結に伴う規定の整備

激Rードの保麺強化等

■兀．10．星6

S．1．1

著作描法の一部を改正する法律（平成4年法律第106号〕

蜩蜻E饒轄譲鶴灘鶴観≡
私的録音録画に係る補償金制度の導入

｢界貿易撰閲憾定の締結に伴う規定の整備

5．6．1

ﾚ．1．1

・若作権法め一蔀を改正する法律。（ヰ成8年法律第117号〕
著作隣濃権の保証対象の遡及的拡大、写真の著作物の偶駁期間の延長等

9．3．25

一著作権捧の，部毒改正す。弓法律。（平成9年法律第。台骨〕
インタラ。クティプ送信に係る権利の創設、同一棚内での有鰯…妄信に係る権利の拡大、送信に閲する規定の竪傭

10．1．1

害作癌法の一部を改正する法律｛平成「1年法律第77号〕
技術的保籠手毅の回避に係る親制、権利管理桶報の誼吏等の掘割醜渡楯の創設、上映樋の対頂の拡大、掘奏権に係る経過措置の腐止

11．10，1

P2．1．1

1書作繊及ぴ万臨作枯条緬鮒に伴う害作触あ樹脈1＝関する．法律め」部を。改正する法律｛平成1＝2年法律第自席号） 視聴覚曄富者のための著作物の手一」用に係る権利制限規定の拡

[、識判手続の充実汲び罰則の強化等
13．1．1
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　　　　　　　　　　　　　昌’一　一．　　　　国．≡川宍亜　剴≡．二．．」．．．

　国語に関する問題については、これまで国語

稚論会が中心となって審議検討を行い、様々な

改善を図ってきたところです。国語審議会にお

いては、従来、主として表記の問題を取り上げ、

一般の社会生活における「目安」又は「よりど

ころ」として、「常用漢字表」（皿召和56年）・「理

代仮名批い」（昭和6ユ年）、「外来語の表記」（平

成3年）などの答申を出し、これらはいずれも

内閉告示・内閣訓令とされています。

　また、今日的な課題となっている敬語・を中心

とする言葉遣いの間魑やワープロ等の普及によ

る表外漢字（常用漢字表にない漢字〕の字体の

問魍、国1際化1時代の日本語の在り方や外来語・

◆国語審言曇会の主要な答申と実施状況

　　　　　　　　　諮問「当＝欝の内一閣告示一1・

　．諮・　　間

外国語増加の問題、日本人の姓名のローマ字表

記の問題については、平成ユ2年12月、「現代社

会における敬意表理」、「表外漢字字体表」及び

「国際社．会に対応する日本語の在り方」が答申

されました。文化庁では、この答即の趣旨が生

かされるよう取り組んでいます。

　なお、国語審議会は平成12年末をもって廃止

され、これまで同審議会が行ってきた国語に関

する間魑への対応については、平成13年ユ月か

ら新たに設置された文化審論会（国語分科会）

で引き続き審議検討されることになっていま

す。

1答 ・宇

宙言書施策の．改善

の具体策につい

て（昭41．6）

当用漢字表〔昭21．11〕

当用漢字音ヨ11表｛昭23．2）

当用漢字字体表｛昭24．4〕

送りがなのつけ方（昭34．7〕

現代か章づかい（昭21．11〕

その他上記に関連する事項

常用漢字表（昭56．3）

改定送り仮名の付け方（昭47．6）

改定現代仮名遣い（昭613）

外来語の表書己（平3．．2〕

新しい時代に応

じた国語施策の

在り方について
｛平5．11）

・現代社会における敬意表現

・表外漢字字体表

・国際社会に対応する日本籍の在り方

1簑鴛㌃議奮嘉器器〕

（平12．12）

現行の｛閣吉宗・訓令1

常用漢字表（昭56．10〕

送リ仮名の付け方（昭48．6一〕

現代仮名遣いく昭61．7）

外来語の表記（平3．6）

　近年、我が国における外国人の増加や国際交

流の遊歴により、日本語を学習している外国人

は、国内で約9万3千人（図一ユ6）、海外で約

2ユO万人（図一ユ7〕に上っています。国内外の

日本語学習者の増大や学習目的の多様化等に対

応し、コミュニケーション言語としての日本語

学習の振興を図るとともに、文化発信の基盤と

しての日本語教育の搬極的な推進を図っていく

必要があります。
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　このような状況を踏まえ、関係省庁等との連

携・協力を図るととも幸こ、文都科学省・文化庁

では、留学生に対する日本語教育、日本語数貝

の養成、外国人日本語能力試験や日本語教育能

力検定試験への助成、日本語教育施設の質的向

上を図っているほか、就学生に対する学習奨励

費（奨学金）の支給、公立学校の教員を日本語

指導教員として海外に派遣する事業（㎜Xプロ

グラム）の実施、日本語教育支援総合ネットワ

一ク・システムの構築を行うなど、外国人に対

する日本語教育振興のための諸施策を講じてい

ます。

　また・新たに地域の特性に応じた日本語教育

推進体制の整備を図るため、日本語ボランティ

アに対して指導的な役割を果たす指導員に対す

る養成研修等を行い、地域日本語教育活動を充

実する。ことにしています。

　さらに、独立行政法人国立国語研究所に一おい

ては・現職日本語教員・の研修をはじめ、指導内

容・方法に関する研究や教材開発を行っていま
す。

◆国内の日本語教育機関凱日本語教員数、日本語学習者数の推移（図一16）

　　　　一人】　［ニコ日欄教鰍□日櫨学習者数十日本轍育衷鰯関．施撒
　　　100．OO口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1。日OO　　　旦。．ooo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1．OO口　　　呂。．ooo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1一一〇口　　　70．ooo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機一
　　　眉O．Oロロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1・呈OO関
　　　501000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1・OOO施

　　　仙．o口。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日㎝騒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数
　　　3口。ooo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拮。0

　　　20・OO口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽
　　　10■OO口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200
　　　　　0
　　　　　　　平成元年　平成・年　平成・年　平成・年　平成1口年　平成11年｛年歴！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化庁寧語諌言周査による
◆海外の日本語教青機関凱目本語教師数、日本書吾学習者数の推移（図一1－7〕
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一㎜国際文化交流の推進

　国際化の進腰に伴い、我が国の文化活動は国

際的な広がりを持つようになっています。同時

に、国内外の様々な評価にもさらされるように

なってきており、芸術文化の水準を向上させる

ためには、国際的な交流がますます重要なもの

と葦線㌶㌔際社会の一員として、人

類共通の財産である文化財や。文化酌な創造活動

の法的基盤である著作権の保謝．こ1班する分野に

施・　　　　策

1　芸術家・専門家の
　派遣、招へい等

（1）海外優秀芸術家等

　　招へい事業

（2）芸術フェローシップ

　①海外芸術家招へい研修

②芸．術＝家在外研修

③目．米芸術フェ白一

　シップ

④現代舞一台芸術アジア

　協力事業
　　　　一一新国立劇場】

概

おいて、描極1的な†筋力が求められてきています。

文化庁では、こうした国際貢献が、文化財の保

存・修復技術の向上や・諸外国との相互理解の

促進と協力関係の強イビに繋がっていくものと考

えています。

　このため、芸術文化の振興、文化財保護及び

著作権保護のそれぞれの分野において、次のよ

うな施策を実施しています。

要平成13年度予算額

等欝鶴鶏。群巽綴織占灘の芸術家

海外の若手芸術家を招へいし、我が国における研修や我が国若手芸

術家との交流の機会を提供草

卜琴撃鼻雫灘轟季套譲奪を線翻1嘉
分野における実践的な研修の機会を提供自

隻襲薫該繋幾撃野螺撃欝灘蟻墓
に米国で実地に研修する機会を提供。

ジ鶏綴灘灘鰍緩羅饗雛灘義手
る。

2，680万円

6，650万円

2億2，863万円

3億8，751万円

977万円

2　展覧会、公演等．に一

　　よる．交流

（1〕国際芸術交麟　海外フェステ！・・ルヘの参加や国際フェスティ1｛ルの開催及ぴ国際15億5・128万円

　　（ブーツプラン21〕共同制作公演など国際芸術交流に対亨る支援を行九

。セ）芸欄国際期公測文化庁の主催公演として・海外の鰍芸術団体と共作．共演によ　榊万円

　　　　　　　　　　　　り実施する。

（。順に関する。国際　世界各地の国際映画祭への参11に伴う経費に対する助成を台㍉　　・※1

　　交流

（。〕海外展　　欧米、アジア各国において・日本の優れた文化財を紹介音る海外展　8，醐万円

　　　　　　　　　　　　を開催。

㈲鱗海外交流て驚異綴鱗蠕蕊熱喜1李雛鶏　薬2
　　　　　　　　　　　　相互に開催。

（。〕．日鰍鱗輸・雌サッカーワーllドカツプ共催、向けての文化交流展開催の　768万円
　　　　　　　　　　　　ための企画・調査、研究者等の交流を行っ。

妻1は独立行嚇人国立美術館の贈費交付全に一おい磁舳舳苛政法人国立1榊の贈鮫付会において実施
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施　　　　　策

。（ブ）国際民俗芸能

　　フェスティバル

く8〕一国民文化国際交流

　　事業

3　文化遺産保存修復
　協力

I　世界遺産等文化財
　像諏協力全般・

（1．〕アジア太平洋地域一

　　世界遺産等文化財
　　像護協力．推・進事業

｛2〕国際文化財保護

　　協カー機関連携推進

　　事業

（3〕・棋界週産保護

　　推進費

（4）国際文化財保存

　　修復協力センター
　　運・営

　　【＝東京一文化財．研究所】

（5）。国際シンーボージーウーム

　　の開催等
　　I東京文化財研究所】

皿。技術・協．カ・共同研究

。｛自；中国文化財保存修

　　復に関す一る1調．査・・

　　研究
　　陳・京．文化財研究所】

（ブ）スミソニアン研．究

　　．機構と一め国際｛研究

　　一‡流。

　　一‘一東京文化財研究所】

㈲アンコール文化遺
　　産保言董に蘭する研
　　究協力1
　　－r奈良文化財研究所】

・（9）在・外日・本古美術品

　　修復協力事業
　　【東京＝文化財．研＝究所・】

（10コー文化財め保存修復

　　｛・こ関一する一国際共同

　　研究
　　【東。京文化財研究師

（1－r・。〕．文化鬼。剛呆存・を．目

　　一的とし本レンガの劣
　　・化現象。と保存対策＝

　　に1関す一る・調一査研究

　．＝東京文化財研究所】

概　　　　　　　　要

民鰹簸識鱗麟夏る海外の民俗芸能を一堂に集め・

麦磐琴蜂努鐸嘉談議鰺難蘇竈㌻鮭裏痛鶴嚢雀

　アジア太平洋地域の塞化財保護に関する国際協力の充実を図るた

塞き徽オ麟嚢姦♂冨鱗雰詰麟ヒ劉呆譲計画の策・

　文生貝オ保存修誓研究国際センター（イクロム）との連携協力を推進
しし又化暫保護に関する国際協力を推進するため、同センターに文化
庁蒔の職員を派遣する。

　世界遺産条約に基づき、我が国の遺産の推薦を推進するとともに、
国際的な専門家会議へ参画していく。。

　世界の文化財の保護修復に関する国際的な研究交流、保存修復事業
への協力、専門家の養成などの国際協力を実施する。

．ム各国g文化財保護に関する現状及びその対策についての発表及ぴ討
言屈を行っため、国内外の研究者を招へいし，国際シンポジウムやセミ
ナーを開催する。

共鵠欝嚢震㌘壁画一龍門石窟の仏｛象等の保存修復のための日中

　米国のスミソニアン研究機璽と文化庁との間で文化財の保存修復に
関する国際的・学術的な研究父流・協力を実施。

アンコール塞化遺産保護に携わるカンボジアの研去者と、保存修復

及ぴ環境整備寺を中心とする共同研究を実施。

ξ饗鰯瞥三譲雛醸媛…言亨義襲羅欝饒離警
つ。

　屋外文化財の環境及ぴ劣化状況調査と｛呆存対策に関する国際共同研
究を実施。

　近年急逮に劣化現象が進んでい争．国内外のレンガ造文化財の保存に
関する研究及び対策の開発を実施。

」

1壷3は独立行政法人文化財研究所の迎営腔交付全において実施

平成13年度予算額

5，397万円

1億1，149万円

6，49…万円

707万円．

3，599万円

※3

※3

※3

※3・

※3

※3

※3

※3・



施　　　　　　策

一（12〕文化財における。環

　　境汚染の影響峯修
　　．復技術の研。究協力

　　【東京文化財研究所一〕

（一1・3〕・文化財保護に関す

　　る．1目1独一挙術交流

　　一東京文化財研一究所．1

（一14）・中南米諸国．文化財

　　｛呆存協力車業
　　一一東京文一化財．研究所。】

｛15〕アジブーにお一け・る古．

　　代都城遺跡一の1研。究

　　ξ1保存に関する・研

　　究協力
　　【奈良文イ．ヒ財研究所】

｛16）東一アージアー・；一おける

　　生産遺跡の．萌査研

　　究協．カ・

　　膝長文化財研賄1】

血・招へい研修

（17）。。在外日本古美術品。

　　二に係る1博物館一・1美

　　術館．研究協力泰業

舌1・8）アジア諸白文化財

　　・の保存修復。等協力

　　事業

（19〕・・国際修復研修磁

　　【東＝京文化財研究所】

｛20）文化財保証分野一・

4　書作権分野で・の
　　協力事業一

｛1）アジア地域著作権
　　制度音狸一促進套．業
　（＾P＾6官プ日．グラム）

（2）。潅賎腹防止対策

　　事業．

．自　国際一文化交流の

　　推進

（1）国際文化交流行政
　　ネット。・フー一クの

　　構築

概　　　　　　　　要

近年、深刻な問題になっている環境汚染から文化財を保護するため・
これらの問題を抱えた中国和韓国等と協力して共同研究を実施。

す鶏議鰯鱗暴灘雛男耀鱗裏鱗
催を行う。

中南米諸国の遺跡や歴史的建造物の劣化状況の調査及び保存対策と修

復計画に関する研究協力

　考古学的な調査法を駆使し遺跡の性格を正しく把握するととも日保
存整備に対する基本構想を作成し、日本の都城研究への活用、アソァ

各国の都城遺跡の研究と保存に一資する・。

　中国河南省文物考古研究所、韓国国立文化財研究所と中国・韓寧の
生産遺跡等について考古学的手法を用いた調査・共同研究等を行”

　日本古美術品を所蔵している欧米の博物館箏の修理技術者、学芸員
と日本の修理技術者、学芸員との間で、日本古美術品の取扱い及・び保

存・管理に関する研究協力を行う一。

　アジア諸国の文化財保存修復等に係る技術協力を蕃施すると主も
に、相手国専門家等の招へい研修を行い、修復技術者寺との研究父流・

及び人材養成を図る。

　lCRROM・とあ共催で各国の文化財保存修復関係者を日本に招き、絵
画・工芸品などの日本の文化財の修復革術について研修を実施する。

　諸外国の文化財保護行政担当者、遺跡発掘の技術者、博物館・美術

館の専門職員等の地方自治体への受入れ泰業を支援。

WlPO｛世界知的所有権機関〕との協力により研修事業、国際シ
ンポジウム等を実施。

　国内専門家によるタスク・フォースの設置、現状、問題点の分析、
現地の視察・調査等を実施し、権利者がアジア諸国で「民事」「刑事」
の対抗措置をとりやすくすることにより、・海外における書作権侵害行

為の防止を図る。

国際的な文化行政担当者のネットワークの構築を図り、文化庁の国際
文化交流施策の企画立案機能の強化及ぴ交流のための国際的な協力・
連携体制の確立を図る。

平成13年度予算額

※3

※3

※3

※3

※3

会，063万円

1，235万円

燕3

401一万円

31794万円

1，478万円

3，311万円

課3は独立行政法人文化財研究所の通常鯉交付金において；巨施
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◆最近の海外古美術展の開催状況

展示会の名称 会場　・会一期 主　催　者 内　　　　。容

養．金の美術 スペイン 文化庁 スヘイ・ン帝国の最盛期、フーエリベ2世
サムライと豪商の ベラスケス宮殿 国際交流基金

文化
と同時代の豊臣秀吉に焦点を当て、当時

6．11．22甲7．2．19 スペイン王国文化省 の文化の交流、武士や商人を中心とした

生活文化及ぴ美術を紹介す尋．。

信仰．と葵 イタリア 文化庁

．日本美術4－OOO一年
縄文時代から室町時代に至る時代を、

ローマ市立展示館 国際交流基金
・の歴史一を辿る

宗教と共に生活に・根ざした文化及ぴ鑑賞
7．11．15～8．1．15 ローマ市立展示館 芸術を中心に、日本人が心のよりどころ

イタりア共和国外務省 とした造形美術品で構成する展覧会。

．桃山の美布展 アメりカ 文化庁 日本文化の中でも独自な文化を築いた
ダラス美術館 国際交流基金 桃山時代に焦点をあて、大胆で力強い特

8．9．8山12．1 サンアンドスター1996 色を備えた豪華絢燗な桃山文化の葵を紹

ダラス美術館 介する。

。日本仏教美術の宝。一 フランス 文化庁 7世紀後半に創建され走、我が国を代
．庫一奈良・輿膏 グラン・パレ 国際交流基金 表する寺院、興福寺に焦点をあて、当寺
一寺一展 8．9．20～12．9 フランス国立美術館連合 院が所蔵する奈良時代や鎌倉時代の仏像

パリ日本文化会館 を中心に、我が国の仏教美術の精華を紹

介する。

一日本の陶器展 タイ 文化庁 17世紀中頃に、日本の陶磁器が東南ア

タイ国立博物館 佐賀県 シアを経由し、盛んにヨーロッパに輸出

9．1．22～3．16 国際交流基金 された。本属は、歴史的にもかかわりが

タイ国芸術総局 深いタイで、17世紀から18世紀の最盛期

を迎えた有田で生産された磁器作品を中

心に展示。

日本仏教彫刻農 アメリカ 文化庁 飛鳥時代から一南北朝時代までの約目OO

一一 Wャハーン・・ソサ・ ジャハーン・ソサエティー・ ジャパン・ソサエティー 年間に渡る各時代の代表的な作品で橘成

1・士ティー創立9ひ ギャラリー さ。れ、日本での仏教信仰の展開や日本彫
1一?N一 9．5．15～7．6 刻史の流れ一を紹介する。

1百済観音」日本砂 フランス 文化庁 飛鳥時代を代表する木彫像で、我が国
」古代彫刻一展 ルーブル美術館 国際交流基金 で作られたものながら、百済国からもた
＝｛日仏。国．宝級美術。 9．9．10～10．「3 仏国文化省 らされたという伝承から百済観音の通称

晶交換展示〕。 ルーブル美術館 で国民に親しまれている国宝の木造観音

在仏日本大使館 菩薩立像一躯を展示。

・日本の一原始美術一 マレーシア 文化庁 日本文化の基盤とも言う。べき縄文時代

縄文士藷干展 マレーシア国立博物館 国際交流基金 の各種の週物から特に造形的に比類のな

9．10．9～11一 D30 マレーシア国立榑物館 い縄文土器を中心に展示。

．．皇室名宝展一フリ． アメリカ 宮内庁、文化庁 宮内庁で所蔵する国宝・重要文化財ク

＝一アー美術館創＝立 アーサー・M・サックラー 国際交流基金 ラスの作品を含む多数の美術品及ぴ御物

三プ5周年一 美術館 スミソ＝アン国立研究機構フリ の中から、平安時代から近代までの絵画

9．12．14－10．3．8 一ア美術館／アーサー・M・サ 及び書跡を厳選し、我が国の優れた美術

ックラーr美術館 品を展示。

≡：；琳日本の伝鯛・

|展

トルコ 文化庁 明治時代以降の日本を代表する作家の

絵画と彫刻美術館 国際交流募金 作品を展覧し、日本の陶磁器の伝統を受

10．5，2～5．20 トルコ共和国文化省 け継ぎ発展させた現代の技と美を紹介。

トルコ・イスラム美術館 在トルコ共和国日本犬使館

10．6．1～6．30

5エ



展示会の名称 会場　・会期 主　催　者 内　　　　容

」＝縄文展 フランス 文化庁 日本文化の基層ともいうべき縄文時代

パリ目本文化会館 国際交流基金 文化週物の中から一魅力．的な造形を示す土

10．9．29～10．11．28一 パリ日本文化会館 器・土製品を選び、さらに工芸技術史上

パリ日本文化会館支援教会 重要と考えられる装身具を加え、展示。

≡1江戸1日本の美術＝≡ アメリカ 文化庁 江戸時代を代表する各分野の代表的名

；1615・166日展 ナショナル・ギャラリー 国際交流基金 品や江戸時代の人々の生活を言日歌する工

10．11．15～11．2．15 ナショナル・ギャラリー
ネルギーと文化的洗練さとを泰現する作

品を展示。

二大仏の光の中で1一 ドイツ 文化庁 我が国の代表的古代寺院である東大寺

1・ﾞ良・東大寺の・ ケルン東清美術館 国際交流基金 が現在。まで伝えてきた絵画・彫刻等の文

�ｨ 11．9．11～11．11，10 ケルン市東洋美禰館 化財を展示し、併せてその現在でも生き

ている活動を紹介

・現代目未の！伝・統．． フィリピン 文化庁 明治時代以降の陶磁器・染織昂・竹工

．工芸 ．メトロポリタン美術館 国際交流基金 品・漆工品め日本を代表する作家の代表一

「1．12．11山12．2．19 メトロポリタン美術館 的在作品を展示

．日本とオランダの一一 オランダ 文化庁 デ・リーフデ号の漂着した1600年を起

出会い ライデン国立民族学博物館 国際交流墓全 点とし、幕末に至るまでの間に制作され

一日一節交流400周。 12．6．16～12．9．「7 ライデン園立民族学博物館 た絵画・工芸品のうち、オランダに闇わ一

年記念一
る事物あるいは人物を題材とした作品を

中心に展示

本阿弥光悦 アメリカ 文化庁 本阿弥光悦が制作に関わった糠々な作品

フィラデルフィア美術館 国際交流基金 を通して日本独自の桃山文化の美を一紹介

12．7．29～12．10．29 フィラデルフィア美術館

貝本劾精華展 中国 文化庁 縄文時代から室町時代にわたる考古、

上海博物館 奈良国立博物館 絵画、彫刻、書跡、工芸品の名品を展示

13．1．20～13．3．20 上海博物館 し、「日本文化」を紹介

○

●

．・

52

「本阿弥光悦」展

一機一流δ喬幸証礎進

　今日、高度．1背報逓信社会の構築が進みつつあ

り、一方で、国民の文化志向の高まりと広がり

が見られます。

　文化庁では、文化に関する情報を国内外に総

合的に提供・発信するため、文化傭報総合シス

テムの整備を進めています。文化情報総合シス

テムは、次の4つの情報システムからなってい

ます。また、その窓口として、平成9年5月よ

り文化庁のホームページを公開しています。

①文化財情報システム・美術情報システム

　文化庁、独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人文化財研究所では、

各機関が所有する所蔵品や文化財に関する情報をデーターべ一ス化し、各機関がインターネットを利

用して情報を国内外に提供する「文化財情報システム・美術情報システム」の構築を進めています。

また・将来的には・全国レベルでの総合的な検索システムの構築を目指しています。

く橋　想　図）

公私立博物館・美術館

（インターネット経由）

一口1□二＝□1＝口11口．＝口．．□一口1．□

□1口□一1　□1一口□

公私立歴吏戻僑資料館

　　　　　　　　「
文　・化　庁

httpl〃www－bunka．go．jp∫

東　　　　京

文化財研究所

hup＝〃www，tobunken．go．jp∫

京都一国立
博　物　館

hnp：〃www≡kyohaku．go．jpノ

奈良国車
博　物　館

hup：〃www．narahaku．go．jp’

　　東京国立博物館

　　博物館・美術館
収蔵品情報ネットワーク

htlp：〃www」nm．9o．jp／

　学術信幸壷ネットワークー

奈良文化財研究所

不動産文化財情報
　ネ・ツトワーク・

h耐p：〃www．nabunken．go．jp！

東京国立
近代美術館

http：〃www．momat．go，jp∫

京一都国立

近代美術館

hup：〃www．momak．9o．jp／

国立西洋美術館

h廿p1〃www．nmwa．9o．jp一

国立国際美術館

（インターネット経由）

http：〃www．nmao．9o．jp’

各大学等の情報
処理セ．ンター等

公私立埋蔵文化財センター 大学共向利用機関



②地域文化情報システム

　地方公共団体や公立文化施設が文化に関する施策の立案や公演事業を企画するために必要な情報を

提供するとともに、芸術団体と公立文化会館の相互で芸術文化情報の交流を促進するため、「地域文

化情報システム」の整備を進めています。

く概　念　図〉 　　　　　　　　　　　　慧由

公立文化会館　　　　　　　藏，　　　　“
　　　　　　　　　　　　婁嶋支篇ネリl

　　　　　　　　　　　　　　hup：〃。hiiki．bunka．go．jp’

　　　　　デー．タ・べ，。ス

　　　　　・公立文化施設情報

　　　　　・芸術家・芸術団体情辛良

　　　　　・文化行政情報

　　　　　・公演企画情報

／　　　　　　　＼

芸術家・芸術団体 文化行政担当者

③現代舞台芸術情報システム

　新国立劇場では、現代舞台芸術

に関する中核的施設として機一能す

るために、新国立劇場における公

演を中心に現代舞台芸術全般にわ

たって必要な情報・資料を収集・

保存し、マルチメディアにより一

般の愛好者から芸術家・文化会館

関係者・研究者まで幅広く提供す

る機能をもつ「現代舞台芸術情報

システム」の整備を進めています。

h廿p：〃www．nn廿一jac－9o．jp∫

く搦　想　図〉

　　　　現代舞台芸術情報システム．

オペラ・バレ1工・現代舞踊・現代演劇等現代舞台
　　芸術の資料・情報の収・集・保存・・。公開

　　　　　　　　自主公…賛情報

　　　　　　　　出演者一情報

　　　　　　　海外劇場情報

　　　　　　　図書資。料情報

　　　　　　　棚竈覚資料情報

マルチメディアによる提供

（動画・静止画・音声・文字）
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④伝統芸能情報システム

　国立劇場では、我が国の伝統芸能に関する諸活動を円滑に進展させることを目的として、国立劇場

等での公演記録をはじめとする伝統芸能に関する各種情報のデータベースを作成し、一般の愛好者か

ら伝統芸能関係団体・舞台芸術専門家．各研究機関．各劇場まで幅広く提供できる機能をもつ「伝統

芸能情報システム」の構築整備を進めています。

く構　想　図）

伝統芸能

関係団体

舞台芸術

専門家

　　　　　　伝統芸能情報システム

　歌舞伎・文楽・．新派・舞踊・手礫’．雅楽・民俗芸能

演芸・能・狂言等古典芸能の資料情報の収集・保存・．・公開一

　　　　　　　。自主公演情報

　　　　　　　一出演者情報

　　　　　　　視聴覚資料情報等

　　　　　　　図書資料情報

h廿p：〃wΨw．n呵jac．9o」Pノ 芸術家

芸術団体

文化庁ホームページ

　文化庁に関する情報の提供のほか、国指

定文化財の信幸轟の公開等を行うとともに、

国立の文化施設等とリンクさせ、それらの

紹介を行っています。また、共通索引シス

テムにより、国内外の様々な文化財や美術

品の情報を検索できるようにしています。

くホームページ・アドレス》

http：〃www．bunka，9o．jpノ

・1I・！γ　　　　　　　　　　　・1．！・二1’

　　・1二。儀繊二．。　。二。
。一I mー二’’ @・一一一六ノレ．　、’一ノニ・’

　　　　　　　　　、1一一　　　　　　一一L」凸！　　』一・

！∴
1〆．＝嗣害。」二ユニ＝二｛二1・　一＝＝F一†＝・1

・11 e　　　　　　　　　　　　｝・・血一…山一
。・I m．

　　・・ノー・…■i－　　1“一く．・・二．一・
　一一一一く・D　l’、・・：1’．；」。、、”ノペ．＝l　l・■・で．コ

1L〃’’㍗ヅ炉㌔㍗唾洲㌘レクノ
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1⑪。：。厘・ 一1＝1目・

　国立劇場・は我が国の伝統芸能の保存及び振興

を日的として昭和4ユ年1ユ月に開場しましたp　I昭

和54年以降、演芸資料館、国立能楽堂、国立文

楽劇場が相次いで開場し、伝統芸能の公1溜、伝

承者の養成、調査研究等の事業を行うています。

国立劇場本一館・演芸資料館

主として我が国古来の伝統的な

芸能（雅楽、文楽、歌舞伎、邦
楽、邦舞、民俗芸能、大衆芸能

等）の公演、伝承者の養成、食
券斗＾又套…、　三周査石肝究幸葦

施　設
く犬劇場〉

　総席数
　主な公演

く小劇場〉

　総席数
　主な公演

く演芸場）

　総席数
　主な公演

1，616席

歌舞伎、民俗芸能、

雅楽

594庸
文楽、歌舞伎、．舞踊、

邦楽、民俗芸能、

中世芸能、琉球芸能

3oo庸
寄席｛落語その他）

交　通
人　　　岨
＿＿」●鯛欄　　　　　　　　　　　　　　　　新宿過リ

［鱒二灘北線1

〒102－8656東京都千代田区隼町

　　　　　4番1号

　　　　　TEL（03）3265＿7411

国立能楽堂

：能楽の公演、能楽の伝承者の養

：成、資料収集、調査研究等

：施設
：く能舞台〉

：　座席数
…　主な公演

591席
能、狂言

交　通

1コ［二］□口

1コ［二］□□
首
都

何遼
一

号
縄
手
駄
ケ

谷
駅

…〒151－0051東京都渋谷区千駄ヶ

：　　　　　谷4丁目18番1号．

…　　　　　　　　TEL（03〕3423・1331

〔国立劇場ホームページ〕帥p〃ww’．n呵．jao．go，ip’
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国立文楽劇場

：主として文楽の公演、文楽の伝
：承者の養成、資料収集、調査研
：究等

：施　設
＝く文楽劇場〉

1　総席数
＝　圭な公演。

…く・」・ホール〉

：　座席数
：　主な公演

753庸
文楽、舞踊、邦楽、

民俗芸能、大衆芸

能、歌舞伎

159席
大衆芸能、邦楽

＾　　　　阯

松屋町筋

国立

適
麺

文楽劇場＾　　　　也＿

mコ1菱一　　　　千一口　　　　日　　　　ユ　　　　朋一

堀
川

螺一j

●三和銀行
目志栂朋

く地下鉄堺筋繰）

’

交　遜

1［灘」1下椥」

：〒542－0073大阪市中央区日本橋

　　　　　　1丁目12番10号

　　　　　　TEL（06）6212＿2531

　我が国のオペラ、バレエ、現代舞踊、理代演

劇などの理代舞台芸術振興の拠点となる新国立

劇場は、平成9年10月の開場後、櫛極的な公演

活動を行らています。

施設。の一概要

予 算

東京オペラシティ

　新国立劇場は、特殊法入日本芸術文化振興会

が設置し、弾力的な運営を図るため（財）新国

立劇場運営財団に管理運営を委託しています。

○公演事業…………現代舞台芸術の公演

○研修事業一一…・…現代舞台芸術にかかわる舞台芸術家や霧台技術者等の研修

○調査情報事業……現代舞台芸術情報の収集・公開

○所在地　〒151－0071渋谷区本町1丁目1番1号（京ヨ≡新線初台駅すぐ）

　　　　　　　　　　TEL　03－5351－3011　I1廿p：〃www．nn廿jao．gojp’

○延床面積69，474m皇　敷地面積28，688m≡

　オペラ劇場（1，810席）　・・・・・…オペラ、バレエを中心とした劇場、四面舞台

　中　劇　場（11038㈲　　……演劇、現代舞踊を中心とした劇場、四面舞台

　小劇場（440席〕・……・実験的な演劇等の劇場、可変自由

○平成12年度…・…・・5，432百万円

○平成13年度…・・・…5，378百万円

　新国立劇場周辺を文化的な環境として一体的に整備する．ため、民間地権者9社が、

コンサートホール、ギャラり一等を新国立劇場の隣に設置。

　　　　　　　1至面面

@　諦而ランプ1
@　　　　　　一
@　　　　　　一

@　皿勅∫ユー・　　　　　　　一

c面バー，，フー苗
@　・　　　　嗣

@
　
　
　
　
叩
寧
巨
　
　
　
　
　
州
号
　
　
　
　
　
固
蹄
胴
肪
ピ
ル
出
褒
　
　
　
　
●赤

田
掘
肥

山手坦I』

　　　　　　一
c一　　　　1一一亜甫

I岬ラシ子｛1

@　　　　　扁
@　　　　　王
@　・　　話
血增B．覇　　　　　　ム　一　　一　　　　一　　口　　　　　　岨

@　　　　　一

@　　　　　■

@　　　　　1
@　　　・　1
禔O柵醐1
@　　　　　一

掘告ラ，ブ

ｯ≡由宇吾

　　　　　　　地図

＜交通＞

京王新線（都営新宿線乗入〕I初台

駅（中央口）徒歩1分　一※京王線は

止まりません

首都高速4号線新宿ランプすぐ

（約860台収容の駐車場有り）

紅

オペラ「夕困」◎三枝近志

バレエ「くるみ割り人形」◎瀬戸秀美
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東京国立近イ七美術・館 一東京自立症代美術館
（美術館本館・工芸館1） （ブイ　ルムセ．ン　タ。一）

近代美術に関する作品等の収集、保管、陳列及ぴ調 日本及ぴ世界の映画フィルムや映画関係資料の収

査研究（美術館本館は増改築工事のため平成14年1 集、保存及びこれらに関する言周査研究

月まで休館中）

開館時間一10：OO～17：00工入館16130まで］
（夜間開館〕一10：OO～20＝00工入館19：30まで］

関映時刻一大ホール／火～全　　15＝00，18：30

美術館のみ実施
土・日・祝　13：00，16：OO

原則として春分の日から秋分の日ま
小ホール／各種事業用として使用

での毎週金曜目
展示室／火～日　10：30－18：00

休館日一毎週月曜［月曜日が休日の場合その 休　館　目一月曜日
翌日］ 年未年始［12月28日～1月4日］

年末年始［12月28日～1月4日］

交　通・ 交　通

至神田

●日本式適館

科事技術館

桑国立□

吊亜　外　　　　　申　　　　　昭
ｭ蕎毒新1蕎　　　ル　　生　　　棚．ト

●　　命●　　蛆ン
東京国立

干 近代美術館 鑓鯨概O詞嵩瀬燵覗O
．曙

工芸館口 高。近代美術館・ ・蕃　婁　一　　盟　オ　　　行
⊇語コ・二　　　　生井フ東回

ﾀイ京鷲左ル国金

??ｧ竪　セ近ル

⊥
ケ 品

淵
迎本館‘休館中〕出目□＿　養目　　　　　　　・新聞社 橋

高速出口●
用

消

苛
窮

防
薯

高速入口● ン

　　　［汾ｼ揮竹橘駅●
賄繍面‘』 ン代

夕葵

皇居

至搬 @　　　　I麓

地下鉄東西線 」R『東京」「有楽町」駅下車、徒歩10分

「竹橋」駅下車、 地下鉄銀座線。「京橋」駅下車、徒歩1分

美術館　徒歩3分・工芸館徒歩10分 都営浅草線『宝町」駅下車、徒歩1分

（美術館京橋事務所〕一

〔平成13年9月まで〕 〒104－0031東京都中央区京橋37－6
〒104－0031東京都中央区京橋3－7－6 TEL　｛03）　3561－0823　（イ七）

TEL　（03）3561．一1400（代〕

〔平成13年10月から〕

〒102－8322　東京都千代田区北の丸公園3
TEL　（03）3214－2561く｛モ）

（工芸館〕

〒102－0091　東京都千代田区北の丸公園1
TEL　（03）3211＿7781（イモ）
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一 京都国立近代美術館 国立酋洋美術館

近代美術に関する作品等の収集、保管、陳列及ぴ調
ｸ研．究

フランス政府から寄贈返還された松方コレクション

yびその他の西洋美術に関する作品等の収集、保管、

ﾂ列及ぴ調査研究

開館時間一9：30～r7：OO［入館は16130まで］

i夜間時間）一毎週金曜日

@　　　　一9130～20＝OO［入館は19：30まで］

x館　日一月曜目
@　　　　　年未年始［12月28日～1月4日］

�@通

@　　　　　　　∠．．一．．、．．．．．．．．帖饗鯉．．．．．．．．．．

ﾅ一コ∴≡lllllllllミ11唖曇至

開館時聞一9：30～17：OO［入館は16：30まで］

i夜間時間）一原則として4月～10月の毎週金曜日

@　　　　　一9：30～20：OO［入館は19：30まで］

x館日一毎週月曜日工月曜目が休日の場合は
@　　　　　　その翌日］

@　　　　　　年末年始［12月28日一1月4日］

�@通

@鮒　　　　　n1　　　　　鴨柵　丸下　　　　　　　　　’r丹＿　舳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刷南

D一凱著華　　　価　　　　　　　　三尭邊一・・・・・・・・・・・・…●“・…1“・・・…“・“・・・・・・・…

@　　1口棚諦　蹴

@　　　　　　　　　］亜　　函　　守＾10一」目　　亜掘岨

K1　」目

@　　　　地下鉄東西線
@　　　　「東山」飲下輩、徒歩5分

至鋼徒町
公園□

至撹春
J　R上野駅

　　・地下鉄目比谷線・・銀座線上野鯨

黷q「上野」駅下車徒歩2分

〒606－8344 京都市左京区岡崎円勝寺町
i岡崎公園内）・

sEL　く076〕　761＿4111

〒110・Oo07東京都台東区上野公園7－7
@　　　　TEL　（03）　3828＿5131
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国立一国際美術館 東京国立博物館

日本美術の発展と世界の美術との関連を明らかにす 日本及ぴ東洋諸地域の有形文化財の収集・保管・展

るために必要な美術に関する作品等の収集、保管・ 示、 調査研究及ぴ教育普及事業等

陳列及ぴ調査研究

開館時間一10100～17：00［入館は16：30まで］ 開館時間一9：30～17：00［入館は16i30まで］

（夜間開館）一4月～9月の優遇金曜日 9：30～20100

［入館は19＝30までコ

休館日一毎週水曜日 休 館 一日一毎週月曜目

［水曜が休日の場合はその翌日］ 正月曜が休日の場合はその翌日コ

年末年始［12月28日～1月4日コ 年末年始［12月26目～1月3日］

交通 亘≡夫葭空港 大
x
通

一

所価堂届

干理事虫朋

1．、∠．．一．．．．、．．．．．．！圭馳物画．．．．．．．．、．

至

ノ
レ

I
ル

琴葱翻　　…
p」

･
、
徴
　
’
」
諦
驚
患

I　I一’’“．．’’．．． ulI．．I．’I．一’I一一一I一一“」．．．

ﾟ≡　…≡・鯨繍館
P㌧→芸11鯨・11　　・11文化会館11品西洋美術館

圓
〕

美国 迎
．
笹

東京国立

未 術立
胆 回国

博物館

万 o 臨
曲

1割

記
堪
●

盆

I－

触
回 贈 義備館●●11日本盲術院11

睨

至御捷町
公園□

至宙谷

」R上野駅
…腹夫輌監両

公団亜口躬 ・地下鉄日比谷線・餌厘線上野駅

里一 ’ 中回由曲亜血
宅神萬逼適蹄

獺
囲 項が中央環状組

［大阪モノレール「公園東口」駅下車、徒歩10分

］
JR「茨木」駅より

阪犬病院またはエキスホランド方面
JR「上野」駅下車、徒歩15分・

近鉄バス・阪急バス日本庭回前下車、

徒歩10分

〒与65・0826　大阪府映日ヨ市千里万博公園10－4 〒110・8712東京都台東区上野公園13番9号
TEL　｛06〕　6876－2481 TEL　（03〕3822－1111

京都自立博物館一 奈良国立博物館

主として平安時代から江戸時代の京都文化を中心に

した有形文化財の収集・保管・展示、調査研究及ぴ
主として仏教美術品の有形文化財の収集・保管・展

教育普及事業等
示、調査研究及ぴ教育普及事業等

開館時聞一9＝30～17：00［入館は16：30まで］

ただし、4月～5月までは9＝OO～16：30
開館時間一9＝30～17＝OO工入館はr6：30までコ

［入館は16：OOまで］ （夜間開館）一4月最後の金曜日～11月の第2金曜日

く夜間開館）一特別展覧会及ぴ特定の展覧会期問中 1．月の第2月曜日の前日、節分の日、3

毎週金曜日9＝30～20＝OO工入館はr9：30まで］ 月12日、8月15日、12月17日　9：30～

全曜日以外の日（休館日を除く〕
19：OO［入館は18：30．までコ

9：30～13100工入館はr7：30まで］

休館日一毎週月曜目［月曜日が休日の場合は 休館目一毎週月曜日［月躍が休日の場合はそ
その翌日］ の翌日］

年末年始［12月26日～1月3日］ 年末年始日2月26日～1月3日］

交　通 交　通

，　，。一

自
川．1

四
条
駅

四条過1」
●

東大寺

京
大仏殿

阪
蜀
鉄

五条過1」

京都国立博物館
一　一1■　　一

奈良県庁
●

七　　　　　　　　　1一　　一．＾
条 七条過1』 近盤奈良躬

駅 奈良国立博物館

三十三間堂
i

● 亜
大

≡一
P
1
！
　
　
　
」
！

路 ■興福寺
遍

一1一　　＿　　　　．j

L’
．
」

三条通り

［醗下真東へ魅、分1 ［［近鉄r奈良」駅下軸歩1鉛11

I

JR、近鉄「京都」駅下車、

駅前市バヌD2のりぱから206・203号
奈良交過バス　市内循環外回り

線にて博物館・三十三間堂駅前下車、
氷室神社・国立博物館下車、徒歩1分

徒歩1分

〒605・0931　京都市東山区茶屋町527 〒630－8213奈良市登大路町50番地
TEL　（075〕541－11．51 TEL　（0742）22＿7771

o
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独立行．政法人
国立国語研究所

．独、立行．政法人
文化財＝一研一究所

国語及ぴ国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的調査研究

東京文化財研究所

奈良文化財研究所

主として日．本・東洋の美術、芸術の言周査研究及ぴ文化財の保存

に関する科学的な…周査及ぴ修復材料、技術の関発に関する研究

主として歴史、美術、麓造物の実物に即した調査研究及ぴ平

城宮跡、飛鳥・藤原宮跡の発掘言周査

（参考）

　　　　、

　従来文化庁の施設等機1則であった国立I博物館、

國立美術館、国立国語研究所、国立文化財研究所

は、平成13年4月から独立行政法人に移行しまし

た。

　独立行政法人制度は、中央省庁等改革の一環と

して導入されるものであり、国の行政事務を政策

の企画立案耶務と実施事務に区別し、実施事務の

うち一定のものについて、行政組織外の独立の法

人格を有する主体に実施させることにより・効率

性の向上、質の向上、透明性の確保を図ろうとす

るものです。

　各独立行政法人の目的・任務についてはそれぞ

れの設性法令で定められ、主務大臣の独立行政法

人に対する監督・関与は、一事前の監督・統制を極

力廃し、事後チェック（菜繍の評価）にその亜点

が世がれることとなります。

　この1固度の下では、細織や業務迎営が柔軟に行

えることや、寄付金等を受け入れた場合には自己

収入として自由に使用できること、また、迎蛍没

交付金として交付される予算について年度を越え

走執行が可能となることなどのメリットがありま

す。

（組織図）

独立行政法人国立国語研究所．

独立行政法人国立美術館

一東京国立近代美術館

京都自立近代美術館

国立西洋美術館

国立国際美術館

独立行政法人文化財研究所

東京国立博物館｛平成館）

東京文化財研究所

1奈良文化財研究所

1．握ハ・　　一屍

文化庁に特別の機関として日本芸術院が置かれています。

頁本募；術院 芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関。
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　美術への関心の高度化、美術活動の活発化・

多様化、国際化の進展等に応えるため、全国的

な公募展や大型企i画歴などを開催できる新しい

国立美術展示施設を整備することが重要な課題

となっています。

　このため、「新国立美術腰示施設（ナショナ

（計画概要）

　　○施設規模

　　　約45，000m睾｛駐車場を含む）

　　　　うち、展示部門約22，700m呈

　　　　　　　（展示室　　約14，000m＝）一

　　○設置場所

　　　東京大学六本木地区の移転跡地の

　　　一部

　　　　　　　　　　　　（30，000m≡）

ル・ギャラリー）（仮称）」を天皇陛下御在位十

年を記念して整備することとし、平成12年度は

基本設計を完了しました。平成ユ3年度は、実施

設計を完了するとともに、建設工事に着手する

予定となっています。

　国　　…ヨ1冊　　一・…’　閏…茱I皇

　国立国際美術館は、日石印52年に設置され、以

来、内外の現代美術を収集しながら、現代美術

を中心においた展示活動を行うことを通じて、

世界の美術の新しい動向を幅広く紹介してきま

した。

　国立国際美術館の建物は、昭和45年に1粥催さ

れた日本万国博覧会の万博美術館を活用して設

置されたもので、建物の老朽化等の課題が生じ

たため、大阪市中之島に移転新築されることに

なりました。平成u年1月から新鑓建築工事に

着手しています。

（計回概要）

　　○施設規模

　　　　約13，500m王

　　　　うち、展示部門 約4，150m≡

地上のエントランスケートのオブジェは、空へと仲びる竹の生命力

を静的に表現したものです。

能



国　　　o　l

　文化庁では、社会の変化に対応した国立一1唯物

館等の整備に閉して全国的な視野から総合的な

検討を進め、「1ヨ本文化の形成をアジア史他一観

点から捉える」という新しい視，点を持った「九

州国立’博物館（仮称）」を福胴県太宰府市に設

世することとしました。

九州園車博物轟て夜蒜5二石構想の基本　　　≡

　現在、同一1壊物館の設置に向けた準布帖を進めて

おり、平成ユ2年。度は、「建築実施設計」及び

「及・示基本設計」を実施し、平成ユ3年度には、

これらを踏まえ、「建築工事」等に着手するこ

ととしていまづ一。

1、わが国の文化形成において影鎧のあった、アジア諸国

　との文化交流の歴史を全国的な視野から扱う博物船

≡　2．考古資料・歴史資料を中心とした文化財の収築・展示・
　　調査・研究及ぴ学習活動が総台的に機能する潮勿館。

3．博物鯛の諸活動全般が、国際化、情報化、学際化され・

　特に展示活動及ぴ学習活動にその成案が反映される、

　いわゆるII生きている’I博物館。

4．国と博物館が設置される地域とが運繕し、相互に協力

　を行し、ながら、博物館の諸活動及ぴ管理運営を行う博

　物館。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

　国　　≡．1振　；

　　　　　　　　　　　　‘且』，星1」
　国の重要無形文化財「組踊」を中1⊆・とする…中

細伝統娑能の保存振興と、伝統文化を通じたア

ジア・太平洋地域の交流の拠点となる「国立組踊

劇場（仮称）」の設立準備を進めています。

し＾…し＾由喧い一j

執心鍍入

　平成13年度は、「国立組踊劇場（仮称）設立

準備調査会」を開催し、所要の調査研究、資料・の

収集等を行うととも・に、平成ユ5年度の開場をめ

ざして建設工事を推進することとしています。

礎

　　　1　．．⊥
浦添市小湾地区

　文化庁では、従来から、文化財保護の観点による

アイヌ関係の文化財の指定等を行い、北海道教

育委員会の行う事業への支援を行ってきました。

　平成9年5月、アイヌの人々の誇りの源泉で

あ。るアイヌ伝統等が置かれている状況を考慮し、

アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進す

ることにより、アイヌの人々の民族としての誇

りがj尊重される社会・の実現一を図り、あわせて我

が国の多様な文化の発展に寄与することを目的

として、「アイヌ文化の振興並一びにアイヌの伝統

等に1刻する知識の普及及び啓発に関する法律’」

◆事業体系図（平成13年度事業〕

が成立しました。

　また、アイヌ文化の振興等を目的に設立され、

本法の規定に基づく業務を行うものとして国が

指定した「財団法人アイヌ文化振興・研究推進

機構」の行う、アイヌに関する研究等への助成、

アイヌ語の普及及びアイヌ文化の復元、再生、

伝承・普及・国内外との交流の促進、優れたア

イヌ文化活動の表彰・顕彰、アイヌに関する情

報の収集・提供、文化交流などからなる事業に

ついての支援を通じてアイヌ文化の振興等を図

っています。

I アイヌに関する総含的．かつ
実践的。な研究の推進

1　アイヌ関連総合研究箏助成事業

（文化庁・国土交通省）

文化一斤11支援
　「一’■止■’一’u’一一一’■一■一」’一一一一1

『財団法人
「　　アイヌー文化振興・

　≡研究推進機督、

アイヌ．詰φ振奥．π

1
アイヌ語指導者育成事業

2
アイヌ語上級講座開設事業．

3 アイヌ語ラジオ講座臨設事業
4
アイヌ藷弁論大会開催事業

一一一

（文 化 庁〕

1輿・i

v イ芸菊冒的生＝済空間二φ再隼＝一一
一
一

≡
伝統的生活空間の再生の調査・検討

一．＿．」．　．．1
’

（北海道）

亙 ブイ亥．め伝統箏に蘭す奉普攻＝二一着第一」

1 普及＝啓発リーフレッート等発行事業一
2 小・中学校向け副読本の作成・配布事業
3
ホームヘ」ジ蓼業

4
アイヌ文化交流センター事業

5 アイヌ文化友の会事業
6 普及啓発セミナー開催事業
7 普及啓発議演会閣催事業
8
親と子のための普及啓発事業

（文　化 庁〕．

国土交通省

1

倉
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

アイヌ口承文芸伝承者（語り部〕育成事業

アイヌ生活文化再現マニュアル作成事業

アイヌ文化活動アドバイザー派遣事業

アイヌ工芸品展開催事業
アイヌ。口承文芸ビデオ鑑賞会開催事業

アイヌ文化体験交流会開催助成事業

アイヌ文化国際交流助成事業

アイヌ工芸作品コンテスト開催事業
アイヌ文化賞の制定

アイヌ文化フェスティバル開催事業

アイヌ文化実践上級講座開催事業

アイヌ伝統工芸伝承活動助成事業

（文　化　庁）

（国土交通省）
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㎜宗教法人と宗務行政

（刃）一声・’一・一酸窪雛’一1豊一一

　宗教法人制度の適正奉迎用と、宗教法人の適正な管理運営を確保するため・文化庁では以下のよう

なヨ≡礫を行っています。

事

宗教法人法の施行に関すること

．宗教法人の管理運営の指導

宗教関係資料の収集

宗教法人審講台

宗教法人の設立、規則の変更、合併・任意解散の認証など

都道府県の宗務行政に対する指導・助言、都道府県事務担当者の研

修会、宗教法人のための実務研修会等の実施、指導書の作成など

宗教年鑑、宗務時報など、宗教に関する統計資料の収集、作成d宗

教事情の調査など

文部科学大臣の諮問を受・け、宗教法人の規則等の不認証等の案件に

ついて答申する機関

◆。宗教法人数

（平成11年12月31日現在）

区分

包　括 ．単　位
宗教法人 ．崇教法人

合　．計

一轄。

系統

文 神道系
139 84 223

部 仏教系
157 227 384

科
一学
キリスト教系 59 224 283

大 諸　　教
30 与g

89

臣 計 385 594 979

都 神道系
7 85，279 85．286

道 仏教系
10 77，345 77，355

府
県
キリスト教系

8 3，831 3，839

知 諸　　教
1
15，475 15，476

事 …十 26 181，・930
1811956

合　　言十
411 18倉、白24 182，935

◆我が国の信者数

（平成11年r2月31日現在〕

　神道素　　　仏教系
・、06，241，598人　　・195，7色ブ、121人

（49．6％）　　　　（44．8％）・

　　　　　総　数
　　　　214，028，032

　　　　　　人

諸教
10，242，730人

（4．8％）

キリスト教系

1，756，583人

｛O．8％〕

単位宗教法人

包括宗教法人

神社、寺院、教会などのように礼拝施設を備える法人

包括宗教法人の傘下にある「被包括宗教法人」と傘下にない「単立宗教法人」がある

宗教、教派、教団のように神社、寺院、教会などを傘下に持つ法人

κ

　社会の変化に対応して所轄庁がその責任を果

たせるようにし、また、宗教法人の管理運営の

民主性と透明性を高めて、宗教法人制度のより

適正な運用を確保するため、平成7年12月に宗

改　　　正　　　点

所轄庁の変更

（一策5条関係〕

教法人法について最小限度の改正を行い、平成

8年9月に全面施行されました。

　主な改正点は以下のとおりです。

事務所備付一け一書類の一見直

し、所轄庁への提出

　　　　（第25条関係）

信者その他の利害関係人

の閲覧

　　　　一（第25条関係）

所轄庁の報告徴収及び一

質問

　　　（第78条の2関係）

　　　　　　概　　　　　　　　　　要

地の都道府県内に境内建物を備える崇教法人及ぴ当該宗教法人を包括する

宗教・法人の所轄庁を文部科学大臣とする。

・宗教法人は・新たに毎年度定期的に収支計算醤を作成しなけれぱならな

　い（ただし、作成義務が免除される法人がある）

・宗教法人は・毎会計年度終了後4月以内に、役員名簿、財産目録、収支計

　算書・貸借対照表（作成している場合〕、境内建物に関する書類、事業に

　関する書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

宗教法人は、f害者その他の利害関係人であって、事務所備付け書類を閲覧

することについて正当な利益があり、かつ、閲覧請求が不当な目的による

ものでないと認められる。者から請求があ・ったときは、備付け書類を閲覧さ

せなければならない。

所轄庁は、宗教法人が、公益事業以外の事業の停止命令．、1年以内の認証の

取消し及び解散命令請求の要件に該当する疑いがあると認めるときは、あ

らかじめ宗教法人審議会の意見を聞いて、宗教法人の業務等の管理運営に

関する事項に関し・宗教法人に対して報告を求め、又は職員に質問させる

ことができる。
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